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一
　
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
問
題
点

な
ぜ
米
比
軍
事
基
地
協
定
を
問
題
と
す
る
の
か

一
九
四
七
年
の
米
比
軍
事
基
地
協
定
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
米
軍

の
駐
留
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
同
協
定
は
一
九
六
五
年
に
大

幅
に
改
正
さ
れ
、
一
九
九
一
年
に
失
効
し
た
。
な
ぜ
失
効
し
た
米

比
軍
事
基
地
協
定
を
論
じ
る
の
か
か
ら
本
稿
を
説
き
起
こ
し
た
い
。

同
協
定
は
有
効
期
間
が
九
九
年
と
い
う
き
わ
め
て
長
期
間
に
わ

た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
香
港
を
租
借
し
た
期
間
と
同

じ
で
あ
る
。
一
九
六
五
年
の
改
正
で
、
米
軍
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
基

地
を
使
用
で
き
る
期
間
が
二
五
年
に
短
縮
さ
れ
た
。
そ
の
基
地
使

用
の
期
限
が
到
来
す
る
の
が
一
九
九
一
年
で
あ
っ
た
。

一
九
九
一
年
に
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
基
地
使
用
を
一
〇
年
延
長

す
る
条
約
が
、
米
比
間
で
締
結
さ
れ
た
も
の
の
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
上

院
が
同
条
約
の
批
准
を
拒
否
し
た
。
背
景
に
、
一
九
八
六
年
一
〇

月
に
制
定
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
憲
法
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と
の
基

地
協
定
が
失
効
し
た
後
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
上
院
お
よ
び
国
民
投
票

に
よ
る
承
認
が
な
け
れ
ば
、
外
国
の
基
地
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ

れ
た
か
ら
だ
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
憲
法
第
一
八
条
第
二
五
節
）。
フ
ィ

リ
ピ
ン
上
院
は
、
憲
法
の
規
定
に
し
た
が
い
、
延
長
を
承
認
せ
ず
、

同
協
定
は
失
効
し
た
の
で
あ
る

（
１
）

。

米
比
軍
事
基
地
協
定
改
正
の
歴
史
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
お
お

米
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裁
判
権

信

　
　夫

　
　隆

　
　司

研
究
ノ
ー
ト

（
一
三
一
三
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

四
四

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
独
立
を
果
た
し
、
翌
四
七
年
に
同
協
定
が
締
結
さ

れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
同
協
定
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
と
っ

て
不
利
な
条
項
が
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
確
か

に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
比
べ
、
米
軍
基
地
内
で
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
が
犯
し
た
罪
も
、
米
軍
側
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
と
い
っ
た

よ
う
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
と
っ
て
明
ら
か
に
不
利
な
条
項
が
含
ま

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
比
べ
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
と
っ
て
有
利
な
条
項
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
米

軍
基
地
外
で
米
兵
が
犯
し
た
罪
に
対
す
る
裁
判
権
は
フ
ィ
リ
ピ
ン

側
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
後
の
刑
事
裁
判
権
条
項
の
改

正
に
あ
た
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
そ
れ
を
武
器
に
、
交
渉
を
優

位
に
進
め
る
余
地
も
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
米

比
軍
事
基
地
協
定
の
刑
事
裁
判
権
条
項
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
、
こ
の
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ

う
。米

比
軍
事
基
地
協
定
の
刑
事
裁
判
権

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
特
徴
は
、
米
兵
の
犯
し
た
罪
の
裁
判
権

が
米
軍
基
地
の
内
と
外
に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
で
は
基
地
の
内
外
に
よ
る
区
別
は
な
く
、

き
な
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
米
兵
の
刑
事
裁
判
権
で
あ
る
。
フ
ィ

リ
ピ
ン
国
内
で
米
兵
が
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
裁
判
権
が
派
遣

国
の
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
受
入
国
の
フ
ィ
リ
ピ

ン
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
だ
。
実
務
的
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

検
察
官
が
米
兵
を
起
訴
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

か
ぎ
ら
ず
、
米
軍
が
駐
留
す
る
国
で
は
ど
こ
で
も
、
お
お
き
な
問

題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

米
比
軍
事
基
地
協
定
は
、
一
九
九
一
年
に
失
効
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
の
変
化

に
よ
っ
て
、
一
九
九
八
年
に
ア
メ
リ
カ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
間
で

訪
問
軍
協
定
が
結
ば
れ
て
い
る
。
失
効
し
た
米
比
軍
事
基
地
協
定

の
刑
事
裁
判
権
条
項
が
復
活
し
た
の
で
あ
っ
た

（
２
）

。
こ
の
よ
う
な
経

緯
を
考
え
る
と
、
刑
事
裁
判
権
条
項
の
改
正
を
め
ぐ
る
議
論
を
た

ど
っ
て
み
る
こ
と
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
か
か
え
る
刑
事
裁
判
権
の

問
題
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
。
さ
ら
に
、
同
協
定
の

改
正
交
渉
で
は
、
日
米
間
の
刑
事
裁
判
権
条
項
に
も
し
ば
し
ば
言

及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
本
の
刑
事
裁
判
権
問
題
を

考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
。

も
う
ひ
と
つ
興
味
深
い
の
は
、
同
協
定
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位

協
定
以
前
に
締
結
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
七
月
に

（
一
三
一
四
）
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比
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四
五

内
の
犯
罪
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
ア
メ
リ
カ
の

安
全
に
反
す
る
罪
で
あ
る
（
同
項
⒞
）。
さ
ら
に
、「
現
に
特
定
の

軍
務
の
実
施
に
従
事
し
て
い
る
間
に
犯
さ
れ
」
た
罪
で
あ
る
（
協

定
第
一
三
条
第
四
項
⒜

（
４
）

）。

ま
た
、
基
地
外
で
米
兵
が
罪
を
犯
し
た
場
合
、
米
兵
の
行
為
が

公
務
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
の
決
定
権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

検
察
官
、
つ
ま
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
検

察
官
が
公
務
外
の
犯
罪
で
あ
る
と
認
定
し
た
場
合
、
犯
人
が
所
属

す
る
部
隊
の
司
令
官
は
、
検
察
官
の
決
定
を
受
領
し
た
日
か
ら
十

日
以
内
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
に
対
し
て
こ
の
認
定
に
異

議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

法
務
大
臣
の
決
定
は
最
終
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
協
定
第

一
三
条
第
四
項
⒝
）。

以
上
か
ら
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
刑
事
裁
判
権
条
項
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
基
地
内
は
、
米
兵
に
か
ぎ
ら
ず
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
を
含
め
、
何
人
が
犯
し
た
罪
に
対
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ

側
が
裁
判
権
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
基
地
外
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
裁
判
権
を
有
し
て
い
る
。
例
外
は
、
米
兵
同
士

の
犯
罪
、
ア
メ
リ
カ
の
安
全
に
反
す
る
犯
罪
、
そ
れ
に
、
公
務
犯

罪
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
務
犯
罪
で
あ
る
か
否
か
の
最
終
的
な
決

犯
罪
の
性
質
に
よ
っ
て
裁
判
権
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
た

（
３
）

。

具
体
的
に
は
、
基
地
内
で
の
犯
罪
の
場
合
、
米
兵
に
か
ぎ
ら
ず
、

「
何
人
」
も
米
軍
の
裁
判
権
下
に
置
か
れ
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ

て
い
る
（
米
比
軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
第
一
項
⒜
）。
例
外
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
同
士
の
犯
罪
、
そ
れ
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
安
全
に

関
わ
る
犯
罪
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
米

兵
に
対
し
て
犯
し
た
罪
、
あ
る
い
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
ア
メ
リ

カ
の
財
産
を
窃
取
し
た
罪
と
い
っ
た
も
の
も
、
す
べ
て
ア
メ
リ
カ

側
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
前

提
」
と
記
し
た
の
は
、
実
際
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
基
地
内
で

罪
を
犯
し
た
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
裁
判
に
委
ね
る
と
い
う
の

が
ア
メ
リ
カ
側
の
方
針
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
協
定
上
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
裁
判
権
は
ア
メ
リ
カ
側
が
行
使
す
る
と
な
っ
て

い
る
。
基
地
が
治
外
法
権
下
に
置
か
れ
て
い
る
、
と
フ
ィ
リ
ピ
ン

側
か
ら
受
け
取
ら
れ
て
も
致
し
方
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
基
地
内
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
広
範
な
裁
判
権
を
有
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
基
地
外
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
米
兵
に
対
す

る
裁
判
権
を
有
し
て
い
た
。
例
外
が
三
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
被

害
者
も
米
兵
の
場
合
で
あ
る
（
協
定
第
一
三
条
第
一
項
⒝
）。
身

（
一
三
一
五
）
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内
の
犯
罪
と
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。
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と
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、
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メ
リ
カ
の

安
全
に
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す
る
罪
で
あ
る
（
同
項
⒞
）。
さ
ら
に
、「
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に
特
定
の

軍
務
の
実
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に
従
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し
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い
る
間
に
犯
さ
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」
た
罪
で
あ
る
（
協

定
第
一
三
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⒜
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４
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ま
た
、
基
地
外
で
米
兵
が
罪
を
犯
し
た
場
合
、
米
兵
の
行
為
が

公
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に
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づ
く
も
の
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か
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決
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は
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フ
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ピ
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検
察
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、
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、
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に
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、
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が
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の
犯
罪
で
あ
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と
認
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た
場
合
、
犯
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す
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隊
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官
は
、
検
察
官
の
決
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を
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領
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た
日
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十

日
以
内
に
、
フ
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リ
ピ
ン
の
法
務
大
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に
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し
て
こ
の
認
定
に
異

議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
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て
い
る
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た
だ
し
、

法
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大
臣
の
決
定
は
最
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的
な
も
の
と
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て
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た
（
協
定
第

一
三
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以
上
か
ら
、
米
比
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事
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の
刑
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項
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つ
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の
よ
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に
要
約
で
き
る
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基
地
内
は
、
米
兵
に
か
ぎ
ら
ず
、
フ
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リ
ピ
ン
人
を
含
め
、
何
人
が
犯
し
た
罪
に
対
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ

側
が
裁
判
権
を
有
し
て
い
た
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こ
れ
に
対
し
て
、
基
地
外
は
、

フ
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リ
ピ
ン
側
が
裁
判
権
を
有
し
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る
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外
は
、
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兵
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の
犯
罪
、
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メ
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カ
の
安
全
に
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す
る
犯
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、
そ
れ
に
、
公
務
犯
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あ
る
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た
だ
し
、
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務
犯
罪
で
あ
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か
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の
最
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的
な
決
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の
性
質
に
よ
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て
裁
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権
が
振
り
分
け
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い
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具
体
的
に
は
、
基
地
内
で
の
犯
罪
の
場
合
、
米
兵
に
か
ぎ
ら
ず
、

「
何
人
」
も
米
軍
の
裁
判
権
下
に
置
か
れ
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ

て
い
る
（
米
比
軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
第
一
項
⒜
）。
例
外
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
同
士
の
犯
罪
、
そ
れ
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
安
全
に

関
わ
る
犯
罪
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
米

兵
に
対
し
て
犯
し
た
罪
、
あ
る
い
は
、
フ
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リ
ピ
ン
人
が
ア
メ
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カ
の
財
産
を
窃
取
し
た
罪
と
い
っ
た
も
の
も
、
す
べ
て
ア
メ
リ
カ

側
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
前

提
」
と
記
し
た
の
は
、
実
際
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
基
地
内
で

罪
を
犯
し
た
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
裁
判
に
委
ね
る
と
い
う
の

が
ア
メ
リ
カ
側
の
方
針
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
協
定
上
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
裁
判
権
は
ア
メ
リ
カ
側
が
行
使
す
る
と
な
っ
て

い
る
。
基
地
が
治
外
法
権
下
に
置
か
れ
て
い
る
、
と
フ
ィ
リ
ピ
ン

側
か
ら
受
け
取
ら
れ
て
も
致
し
方
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
基
地
内
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
広
範
な
裁
判
権
を
有
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
基
地
外
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
米
兵
に
対
す

る
裁
判
権
を
有
し
て
い
た
。
例
外
が
三
つ
あ
る
。
ひ
と
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は
、
被

害
者
も
米
兵
の
場
合
で
あ
る
（
協
定
第
一
三
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第
一
項
⒝
）。
身
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四
六

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
場
合
、
米
兵
が
罪
を
犯
し
た
と
こ
ろ

が
基
地
の
内
か
外
か
に
よ
っ
て
、
派
遣
国
と
受
入
国
の
ど
ち
ら
が

裁
判
権
を
行
使
す
る
の
か
と
い
う
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

あ
く
ま
で
も
犯
罪
の
性
質
に
応
じ
て
派
遣
国
・
受
入
国
の
い
ず
れ

に
裁
判
権
が
あ
る
の
か
が
決
め
ら
れ
て
い
る

（
５
）

。

な
お
、
派
遣
国
あ
る
い
は
受
入
国
だ
け
で
し
か
罰
せ
ら
れ
な
い

犯
罪
は
、
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
国
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
。
こ

れ
を
専
属
的
裁
判
権
と
い
う
。
た
だ
、
多
く
の
犯
罪
は
、
派
遣
国

で
も
受
入
国
で
も
罰
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
裁

判
権
の
競
合
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
ど
ち
ら
が
裁
判
権
を
有
す

る
の
か
を
調
整
す
る
た
め
、
裁
判
権
が
振
り
分
け
ら
れ
る
。
以
下

が
そ
の
基
準
で
あ
る
。

ま
ず
、
派
遣
国
側
に
裁
判
権
が
あ
る
場
合
は
、
以
下
の
三
つ
に

限
定
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
派
遣
国
兵
士
等
の
身
内
の
犯
罪

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
加
害
者
も
被
害
者
も
派
遣
国
兵
士
等
の
場
合

だ
。
二
つ
目
が
、
派
遣
国
の
財
産
お
よ
び
安
全
に
対
す
る
犯
罪
で

あ
る
。
三
つ
目
が
、「
公
務
執
行
中
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
生

ず
る
犯
罪
」
で
あ
る
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
三
項

⒜
）。
こ
れ
以
外
の
犯
罪
は
、
受
入
国
側
が
優
先
し
て
裁
判
権
を

定
権
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
あ
っ
た
。
以
上
を
表
に
し
た
の
が
「
表

１
　
米
比
軍
事
基
地
協
定
に
お
け
る
米
兵
の
裁
判
権
」
で
あ
る
。

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
交
渉
で
、
ア
メ
リ
カ
側
は

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
も
と
づ
く
刑
事
裁
判
権
の
仕
組
み
に
準

拠
す
る
よ
う
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
求
め
た
。
そ
こ
で
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍

地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権
の
仕
組
み
も
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

表 1　米比軍事基地協定における米兵の裁判権
米兵の公務

公務中 公務外

基
地
の
内
外

内 アメリカ側 アメリカ側

外

アメリカ側

（ただし、公務犯罪
であるかの決定権
はフィリピン側に
ある。）

フィリピン側

（
一
三
一
六
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

四
七

と
を
理
由
に
、
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
に
裁
判
権
の
放
棄
を

要
請
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
要
請
に
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る

国
は
、
好
意
的
考
慮
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で

も
好
意
的
考
慮
な
の
で
、
最
終
的
な
決
定
権
は
第
一
次
裁
判
権
を

有
す
る
国
に
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
裁
判
権
放
棄
の
仕
組
み
を

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

米
比
軍
事
基
地
協
定
改
正
の
争
点

米
比
軍
事
基
地
協
定
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権

条
項
と
を
比
較
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ふ
た
つ
の
争
点
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。

ひ
と
つ
は
、
米
兵
に
よ
る
行
為
が
公
務
犯
罪
で
あ
る
か
を
、
派

遣
国
あ
る
い
は
受
入
国
の
い
ず
れ
が
決
定
す
る
の
か
で
あ
る
。
米

比
軍
事
基
地
協
定
で
は
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
で

は
と
く
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
前
述

の
よ
う
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
交
渉
過
程
か
ら
、
公
務
犯

罪
の
決
定
権
は
派
遣
国
側
（
ア
メ
リ
カ
）
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
側
と
し
て
は
、
受
入
国
側
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
が
公
務
犯

罪
を
決
定
で
き
る
と
す
る
方
式
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

行
使
で
き
る
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
。
も
し
受
入
国
が
裁
判
権

を
行
使
し
な
け
れ
ば
、
派
遣
国
側
に
よ
る
第
二
次
裁
判
権
の
行
使

が
可
能
と
な
る
。

こ
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
問
題
な
の
は
、
三
つ
目
の
公
務
犯
罪
で

あ
る
。
派
遣
国
あ
る
い
は
受
入
国
の
い
ず
れ
が
公
務
犯
罪
と
決
定

す
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
で
は
定
め

ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協

定
の
交
渉
過
程
で
、
派
遣
国
側
が
公
務
犯
罪
の
決
定
権
を
有
す
る
、

と
交
渉
当
事
国
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。

派
遣
国
側
に
こ
の
決
定
権
が
与
え
ら
れ
る
と
、
公
務
犯
罪
が
幅
広

く
認
定
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
公
務
犯
罪
の
認
定
の
乱
用
が
問
題

と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権
に
つ
い

て
紹
介
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
協
定
に
は
、
裁
判

権
の
放
棄
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
協

定
第
七
条
第
三
項
⒞
の
後
段
に
、「
第
一
次
の
権
利
を
有
す
る
国

の
当
局
は
、
そ
の
権
利
の
放
棄
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
他
方
の
国

が
認
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
権
利
の
放
棄
を
求
め
る
他
方
の
国
か

ら
の
要
請
に
対
し
て
好
意
的
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
あ
る

（
６
）

。
第
二
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
が
、
特
に
重
要
で
あ
る
こ

（
一
三
一
七
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
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正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

四
七

と
を
理
由
に
、
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
に
裁
判
権
の
放
棄
を

要
請
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
要
請
に
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る

国
は
、
好
意
的
考
慮
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で

も
好
意
的
考
慮
な
の
で
、
最
終
的
な
決
定
権
は
第
一
次
裁
判
権
を

有
す
る
国
に
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
裁
判
権
放
棄
の
仕
組
み
を

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

米
比
軍
事
基
地
協
定
改
正
の
争
点

米
比
軍
事
基
地
協
定
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権

条
項
と
を
比
較
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ふ
た
つ
の
争
点
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。

ひ
と
つ
は
、
米
兵
に
よ
る
行
為
が
公
務
犯
罪
で
あ
る
か
を
、
派

遣
国
あ
る
い
は
受
入
国
の
い
ず
れ
が
決
定
す
る
の
か
で
あ
る
。
米

比
軍
事
基
地
協
定
で
は
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
で

は
と
く
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
前
述

の
よ
う
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
交
渉
過
程
か
ら
、
公
務
犯

罪
の
決
定
権
は
派
遣
国
側
（
ア
メ
リ
カ
）
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
側
と
し
て
は
、
受
入
国
側
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
が
公
務
犯

罪
を
決
定
で
き
る
と
す
る
方
式
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

行
使
で
き
る
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
。
も
し
受
入
国
が
裁
判
権

を
行
使
し
な
け
れ
ば
、
派
遣
国
側
に
よ
る
第
二
次
裁
判
権
の
行
使

が
可
能
と
な
る
。

こ
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
問
題
な
の
は
、
三
つ
目
の
公
務
犯
罪
で

あ
る
。
派
遣
国
あ
る
い
は
受
入
国
の
い
ず
れ
が
公
務
犯
罪
と
決
定

す
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
で
は
定
め

ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協

定
の
交
渉
過
程
で
、
派
遣
国
側
が
公
務
犯
罪
の
決
定
権
を
有
す
る
、

と
交
渉
当
事
国
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。

派
遣
国
側
に
こ
の
決
定
権
が
与
え
ら
れ
る
と
、
公
務
犯
罪
が
幅
広

く
認
定
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
公
務
犯
罪
の
認
定
の
乱
用
が
問
題

と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権
に
つ
い

て
紹
介
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
協
定
に
は
、
裁
判

権
の
放
棄
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
協

定
第
七
条
第
三
項
⒞
の
後
段
に
、「
第
一
次
の
権
利
を
有
す
る
国

の
当
局
は
、
そ
の
権
利
の
放
棄
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
他
方
の
国

が
認
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
権
利
の
放
棄
を
求
め
る
他
方
の
国
か

ら
の
要
請
に
対
し
て
好
意
的
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
あ
る

（
６
）

。
第
二
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
が
、
特
に
重
要
で
あ
る
こ

（
一
三
一
七
）
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四
八

い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
で
は
、
第
一
次
裁
判
権

を
有
す
る
国
（
オ
ラ
ン
ダ
）
は
、
第
二
次
裁
判
権
を
有
す
る
国

（
ア
メ
リ
カ
）
に
裁
判
権
を
放
棄
す
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
権
と
い

う
主
権
の
一
部
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方

式
に
お
け
る
裁
判
権
の
放
棄
の
要
請
は
、
派
遣
国
か
ら
も
受
入
国

か
ら
も
可
能
な
の
に
対
し
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
で
は
、
受
入
国
の
み

が
裁
判
権
を
放
棄
す
る
。
い
わ
ば
一
方
通
行
で
あ
っ
た

（
７
）

。

以
下
で
は
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
裁
判
権
の
放
棄

と
い
う
ふ
た
つ
の
争
点
を
中
心
と
し
て
、
米
比
間
に
お
け
る

一
九
五
五
年
か
ら
一
九
六
五
年
に
か
け
て
の
交
渉
過
程
を
明
ら
か

に
す
る
。
主
要
な
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
た
一
九
五
六
年
、

一
九
五
八
─
五
九
年
、
一
九
六
五
年
の
三
つ
の
時
期
に
区
分
し
、

検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い

（
８
）

。

二�

　
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
・
ペ
ラ
エ
ス
交
渉
（
一
九
五
六

年
）

交
渉
の
開
始

一
九
四
六
年
七
月
四
日
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
主
権
を
獲
得
し
た
。

第
三
共
和
国
の
誕
生
で
あ
る
。
十
年
後
の
一
九
五
六
年
七
月
四
日
、

主
権
獲
得
十
周
年
の
記
念
式
典
が
開
か
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
副
大
統

あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
以
外
の
国
と
の
地
位
協
定
で
も
、
受
入
国
に

公
務
犯
罪
の
決
定
権
が
認
め
ら
れ
る
例
は
皆
無
だ
っ
た
か
ら
だ
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
裁
判
権
の
放
棄
に
関
し
て
で
あ
る
。
す
で
に
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
裁
判
権
放
棄
条
項
を
紹
介
し
た
。
ア
メ

リ
カ
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
を
締
結
し
た
後
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸

国
と
個
別
に
交
渉
し
た
結
果
、
ア
メ
リ
カ
に
有
利
な
裁
判
権
放
棄

の
仕
組
み
を
勝
ち
取
っ
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
オ
ラ
ン
ダ
方
式
、
あ
る
い
は
、
簡
単
に
、
オ
ラ
ン
ダ
方

式
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
式
に
よ
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ

に
駐
留
す
る
米
兵
が
罪
を
犯
し
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
の
要
請
が
あ

れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
は
そ
の
米
兵
の
裁
判
権
を
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、

オ
ラ
ン
ダ
が
「
特
に
重
要
」
と
決
定
す
る
場
合
、
オ
ラ
ン
ダ
は
裁

判
権
を
放
棄
せ
ず
、
行
使
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
オ
ラ
ン
ダ
は
米
兵
に
対
す
る
裁
判
権
を
放
棄
す
る
も
の
の
、

オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
「
特
に
重
要
」
な
場
合
は
例
外
と
な
る
。
オ

ラ
ン
ダ
方
式
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
に
比
べ
、
派
遣
国
に
と
っ
て
明

ら
か
に
有
利
で
あ
る
。

こ
の
違
い
は
重
要
で
あ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
で
は
、
裁
判
権
放

棄
の
要
請
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
「
好
意
的
考
慮
」
を
払
う
に
す

ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
要
請
さ
れ
た
国
の
主
権
は
侵
害
さ
れ
て

（
一
三
一
八
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

四
九

ン
の
安
全
に
対
す
る
罪
の
み
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
米
軍
基
地
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
律
が
適
用
さ
れ
な
い
治
外
法
権
の
観
を
呈
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

米
比
間
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
の
は
、
一
九
五
六
年
八
月
で
あ

る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
交
渉
団
の
代
表
は
、
エ
マ
ヌ
エ
ル
・
ペ
ラ
エ

ス
（E

m
m

anuel P
elaez

）
上
院
議
員
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
側

交
渉
団
は
、
カ
ー
ル
・
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
（K

arl B
endetsen

）
前

陸
軍
次
官
補
が
代
表
を
務
め
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
代
表
団
は
行
政

府
の
担
当
者
お
よ
び
議
会
の
議
員
（
政
治
家
）
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
側
代
表
団
は
軍
人
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
た
。

こ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
も
、
両
交
渉
団
の
関
心
の
違
い
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
側
の
関
心
は
、
軍
事
的
な
も
の
、
つ

ま
り
、
共
同
声
明
に
あ
っ
た
現
行
の
軍
事
施
設
の
改
善
や
基
地
の

拡
張
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
関
心
は
そ
れ

よ
り
広
く
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
再
検
討
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
主
権
を
拡
大
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る

（
11
）

。
こ
う

し
て
、
両
代
表
団
の
思
惑
は
、
最
初
か
ら
違
っ
て
い
た
と
い
え
よ

う
。以

下
で
は
、
一
九
五
六
年
の
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
・
ペ
ラ
エ
ス
交
渉

領
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
（R

ichard N
ixon

）
が
出
席
し
た
。

そ
の
機
会
に
、
ニ
ク
ソ
ン
は
、
ラ
モ
ン
・
マ
グ
サ
イ
サ
イ

（R
am

on M
agsaysay

）
大
統
領
と
会
談
し
、
共
同
声
明
が
発
表

さ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
、
米
軍
基
地
の
問
題
に
つ
い
て
、
近
い
将

来
、
米
比
間
で
正
式
会
談
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

共
同
声
明
に
は
、
い
く
つ
か
の
原
則
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

な
か
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
規
定
を
遵

守
す
る
と
と
も
に
、
基
地
建
設
の
た
め
の
追
加
の
土
地
を
使
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
未

使
用
の
基
地
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
返
還
す
る
こ
と
、
両
国
の
相
互

防
衛
に
と
っ
て
必
要
な
要
件
を
充
た
す
た
め
、
現
行
の
施
設
を
改

善
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
米
軍
基
地
に
対
す
る
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
主
権
を
ア
メ
リ
カ
側
が
十
分
に
尊
重
す
る
こ
と
が
う
た
わ

れ
て
い
る

（
９
）

。

し
か
し
、
多
く
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
目
に
は
、
共
同
声
明
の
文

言
は
不
可
解
に
感
じ
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
米
軍
基

地
に
対
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
主
権
を
尊
重
す
る
と
言
い
な
が
ら
、

米
軍
基
地
内
で
生
じ
た
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
権
は
、
ア
メ
リ
カ
側

が
行
使
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る

（
10
）

。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
裁
判
権
を
有

す
る
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
同
士
の
犯
罪
、
お
よ
び
、
フ
ィ
リ
ピ

（
一
三
一
九
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

四
九

ン
の
安
全
に
対
す
る
罪
の
み
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
米
軍
基
地
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
律
が
適
用
さ
れ
な
い
治
外
法
権
の
観
を
呈
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

米
比
間
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
の
は
、
一
九
五
六
年
八
月
で
あ

る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
交
渉
団
の
代
表
は
、
エ
マ
ヌ
エ
ル
・
ペ
ラ
エ

ス
（E

m
m

anuel P
elaez

）
上
院
議
員
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
側

交
渉
団
は
、
カ
ー
ル
・
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
（K

arl B
endetsen

）
前

陸
軍
次
官
補
が
代
表
を
務
め
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
代
表
団
は
行
政

府
の
担
当
者
お
よ
び
議
会
の
議
員
（
政
治
家
）
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
側
代
表
団
は
軍
人
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
た
。

こ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
も
、
両
交
渉
団
の
関
心
の
違
い
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
側
の
関
心
は
、
軍
事
的
な
も
の
、
つ

ま
り
、
共
同
声
明
に
あ
っ
た
現
行
の
軍
事
施
設
の
改
善
や
基
地
の

拡
張
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
関
心
は
そ
れ

よ
り
広
く
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
再
検
討
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
主
権
を
拡
大
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る

（
11
）

。
こ
う

し
て
、
両
代
表
団
の
思
惑
は
、
最
初
か
ら
違
っ
て
い
た
と
い
え
よ

う
。以

下
で
は
、
一
九
五
六
年
の
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
・
ペ
ラ
エ
ス
交
渉

領
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
（R

ichard N
ixon

）
が
出
席
し
た
。

そ
の
機
会
に
、
ニ
ク
ソ
ン
は
、
ラ
モ
ン
・
マ
グ
サ
イ
サ
イ

（R
am

on M
agsaysay

）
大
統
領
と
会
談
し
、
共
同
声
明
が
発
表

さ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
、
米
軍
基
地
の
問
題
に
つ
い
て
、
近
い
将

来
、
米
比
間
で
正
式
会
談
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

共
同
声
明
に
は
、
い
く
つ
か
の
原
則
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

な
か
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
規
定
を
遵

守
す
る
と
と
も
に
、
基
地
建
設
の
た
め
の
追
加
の
土
地
を
使
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
未

使
用
の
基
地
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
返
還
す
る
こ
と
、
両
国
の
相
互

防
衛
に
と
っ
て
必
要
な
要
件
を
充
た
す
た
め
、
現
行
の
施
設
を
改

善
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
米
軍
基
地
に
対
す
る
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
主
権
を
ア
メ
リ
カ
側
が
十
分
に
尊
重
す
る
こ
と
が
う
た
わ

れ
て
い
る

（
９
）

。

し
か
し
、
多
く
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
目
に
は
、
共
同
声
明
の
文

言
は
不
可
解
に
感
じ
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
米
軍
基

地
に
対
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
主
権
を
尊
重
す
る
と
言
い
な
が
ら
、

米
軍
基
地
内
で
生
じ
た
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
権
は
、
ア
メ
リ
カ
側

が
行
使
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る

（
10
）

。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
裁
判
権
を
有

す
る
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
同
士
の
犯
罪
、
お
よ
び
、
フ
ィ
リ
ピ

（
一
三
一
九
）
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五
〇

と
も
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
場
合
、
お
よ
び
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
安
全

に
関
す
る
罪
だ
け
だ
。
こ
の
例
外
の
場
合
の
み
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

が
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
。

以
上
は
、
裁
判
権
行
使
の
運
用
実
態
に
も
と
づ
く
不
満
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
、
ク
ラ
ー
ク
空
軍
基
地
に
駐
留
す
る
米
第
一
三
空

軍
に
よ
れ
ば
、
同
空
軍
は
、
基
地
内
で
罪
を
犯
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン

人
に
裁
判
権
を
行
使
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
同

協
定
第
一
三
条
第
三
項
（
ア
メ
リ
カ
が
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ

と
を
希
望
す
る
場
合
）
に
も
と
づ
き
、
犯
人
た
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人

は
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
当
局
に
引
き
渡
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る

（
13
）

。

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
対
し
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
と

の
規
定
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
か
ら
は
国
家
と
し
て
の
威
信
お
よ
び

自
尊
心
が
傷
つ
け
ら
れ
る
問
題
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

運
用
上
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
規
定
の
存
在
自
体
が
問
わ

れ
た
。

つ
ぎ
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
（
日
米
行
政
協
定
も
同
じ
）

の
刑
事
裁
判
権
条
項
に
比
べ
、
そ
の
文
言
に
お
お
き
な
違
い
が
あ

る
こ
と
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
不
満
で
あ
っ
た
。
米
軍
基
地
内
で
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
が
米
兵
の
犠
牲
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
側
に
裁
判
権
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
点
が
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

か
ら
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
裁
判
権
放
棄
の
問
題
の

経
緯
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
望
ん
だ
こ
と

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
で
米
兵
に
よ
る
犯
罪
が
頻
発
し
た
こ
と
を
踏

ま
え
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
か
ね
が
ね
米
比
軍
事
基
地
協
定
に
不
満

を
い
だ
い
て
い
た
。
と
く
に
、
一
九
五
三
年
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位

協
定
が
発
効
し
た
こ
と
か
ら
、
同
協
定
に
比
べ
、
米
比
軍
事
基
地

協
定
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
不
利
で
あ
る
と
受

け
取
ら
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
側
代
表
の
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
は
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
側
の
不
満
を
本
省
に
報
告
し
て
い
る
。
具
体
的
な
問
題
点
に

入
る
前
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
ど
の
よ
う
な
不
満
を
い
だ
い
て
い

た
の
か
、
こ
の
報
告
を
も
と
に
整
理
し
て
お
こ
う

（
12
）

。

前
述
の
よ
う
に
、
一
九
四
七
年
の
米
比
軍
事
基
地
協
定
に
よ
れ

ば
、
基
地
内
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
米
兵
等
に
対
す
る
罪
を
犯
し

た
場
合
、
裁
判
権
は
ア
メ
リ
カ
側
に
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
こ

の
点
に
不
満
を
つ
の
ら
せ
て
い
た
。
同
協
定
第
一
三
条
第
一
項
⒜

に
よ
れ
ば
、
基
地
内
で
は
、
罪
を
犯
し
た
者
が
何
人
で
あ
れ
、
ア

メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
。
つ
ま
り
、
国
籍
を
問
わ
ず
、

ア
メ
リ
カ
側
に
裁
判
権
が
あ
る
。
例
外
は
、
被
害
者
・
加
害
者
が

（
一
三
二
〇
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

五
一

よ
び
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
権
が
競
合
す
る
。
そ
れ
を
調
整
す
る
た
め
、

以
下
の
法
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
場
合
は
以
下
で
あ
る
。

⑴
米
軍
の
他
の
所
属
員
の
身
体
あ
る
い
は
財
産
の
み
に
対
す
る
罪

の
場
合
、
⑵
ア
メ
リ
カ
の
財
産
の
み
に
対
す
る
罪
の
場
合
、
⑶

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
の
決
定
に
し
た
が
い
、
現
に
特
定
の
軍

務
に
従
事
し
て
い
る
間
に
犯
さ
れ
た
罪
の
場
合
で
あ
る
。
以
上
を

除
き
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
権
利
が
あ

る
。さ

ら
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
裁
判
権
放
棄
に
関
す
る
以
下
の
文

言
の
追
加
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
第
一
次
裁
判

権
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
重
大
か
つ

特
別
な
関
心
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
ア
メ
リ
カ
の
利
益
が

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判
権
行
使
の
利
益
を
上
回
る
場
合
、
ア
メ
リ
カ

が
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
す
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
そ
れ
に
好

意
的
考
慮
を
払
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

基
地
外
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
・
加
害
者
の
い
ず
れ
も
米
軍
構

成
員
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
特
定
の
軍
務
の
実
施
に
従
事
し

て
い
る
間
に
犯
さ
れ
た
罪
の
場
合
の
み
、
米
軍
側
が
裁
判
権
を
行

使
で
き
る

（
15
）

。

軍
地
位
協
定
、
お
よ
び
、
日
米
行
政
協
定
と
明
確
な
対
照
を
な
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
協
定
で
は
、
場
所
（
基
地
の
内
外
）
に
よ
り

裁
判
権
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
公
務
犯
罪
を

除
き
、
受
入
国
民
が
米
兵
の
犠
牲
に
な
っ
た
場
合
、
受
入
国
側
に

裁
判
権
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
や
日
本

に
比
べ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
差
別
さ
れ
て
い
る
、
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

は
受
け
止
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
約
す
る
と
、
刑
事
裁
判
権
に
関
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
主
権
は
侵
害
さ
れ
、
他
国
に
比
べ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
差
別
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
不
満
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、

米
比
軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
を
改
正
し
た
い
と
す
る
フ
ィ
リ
ピ

ン
側
の
根
本
的
な
動
機
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
同
協
定
第
一
三
条
を
ど
の
よ

う
に
改
正
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
案

一
九
五
六
年
八
月
二
七
日
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
が
提
示
さ
れ
た
。

以
下
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
の
全
容
で
は
な
い
も
の
の
、
中
心
的
な
論

点
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う

（
14
）

。

ま
ず
、
基
地
内
で
米
兵
が
罪
を
犯
し
た
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
お

（
一
三
二
一
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

五
一

よ
び
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
権
が
競
合
す
る
。
そ
れ
を
調
整
す
る
た
め
、

以
下
の
法
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
場
合
は
以
下
で
あ
る
。

⑴
米
軍
の
他
の
所
属
員
の
身
体
あ
る
い
は
財
産
の
み
に
対
す
る
罪

の
場
合
、
⑵
ア
メ
リ
カ
の
財
産
の
み
に
対
す
る
罪
の
場
合
、
⑶

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
の
決
定
に
し
た
が
い
、
現
に
特
定
の
軍

務
に
従
事
し
て
い
る
間
に
犯
さ
れ
た
罪
の
場
合
で
あ
る
。
以
上
を

除
き
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
権
利
が
あ

る
。さ

ら
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
裁
判
権
放
棄
に
関
す
る
以
下
の
文

言
の
追
加
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
第
一
次
裁
判

権
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
重
大
か
つ

特
別
な
関
心
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
ア
メ
リ
カ
の
利
益
が

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判
権
行
使
の
利
益
を
上
回
る
場
合
、
ア
メ
リ
カ

が
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
す
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
そ
れ
に
好

意
的
考
慮
を
払
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

基
地
外
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
・
加
害
者
の
い
ず
れ
も
米
軍
構

成
員
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
特
定
の
軍
務
の
実
施
に
従
事
し

て
い
る
間
に
犯
さ
れ
た
罪
の
場
合
の
み
、
米
軍
側
が
裁
判
権
を
行

使
で
き
る

（
15
）

。

軍
地
位
協
定
、
お
よ
び
、
日
米
行
政
協
定
と
明
確
な
対
照
を
な
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
協
定
で
は
、
場
所
（
基
地
の
内
外
）
に
よ
り

裁
判
権
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
公
務
犯
罪
を

除
き
、
受
入
国
民
が
米
兵
の
犠
牲
に
な
っ
た
場
合
、
受
入
国
側
に

裁
判
権
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
や
日
本

に
比
べ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
差
別
さ
れ
て
い
る
、
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

は
受
け
止
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
約
す
る
と
、
刑
事
裁
判
権
に
関
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
主
権
は
侵
害
さ
れ
、
他
国
に
比
べ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
差
別
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
不
満
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、

米
比
軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
を
改
正
し
た
い
と
す
る
フ
ィ
リ
ピ

ン
側
の
根
本
的
な
動
機
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
同
協
定
第
一
三
条
を
ど
の
よ

う
に
改
正
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
案

一
九
五
六
年
八
月
二
七
日
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
が
提
示
さ
れ
た
。

以
下
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
の
全
容
で
は
な
い
も
の
の
、
中
心
的
な
論

点
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う

（
14
）

。

ま
ず
、
基
地
内
で
米
兵
が
罪
を
犯
し
た
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
お

（
一
三
二
一
）



政
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研
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　第
五
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

五
二

そ
れ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
案
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
案

ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
は
一
一
月
前
半
に
一
時
帰
任
し
て
、
国
務
・
国

防
両
省
の
関
係
者
と
協
議
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

側
に
提
示
す
る
た
め
の
包
括
案
（
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
補
足
協

定
案
）
が
作
成
さ
れ
た
。
同
案
は
、
刑
事
裁
判
権
に
限
ら
ず
、
土

地
問
題
を
含
め
、
す
べ
て
の
懸
案
事
項
を
盛
り
こ
ん
だ
こ
と
か
ら

「
包
括
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
案
で
、
一
番
の
問
題
と
な
っ

た
の
が
刑
事
裁
判
権
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
案
の
刑
事
裁
判
権
、

と
り
わ
け
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
刑
事
裁
判
権
の
放

棄
の
問
題
を
中
心
に
、
そ
の
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う

（
16
）

。

同
補
足
協
定
案
の
第
五
条
が
刑
事
裁
判
権
条
項
で
あ
る
。
同
条

自
体
は
き
わ
め
て
簡
潔
で
、
全
部
で
三
項
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第

一
項
で
、
ア
メ
リ
カ
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
全
土
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
主
権

が
及
ぶ
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
米
軍
基
地
に
も

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
ら
の
法
を

遵
守
す
る
責
任
を
負
う
。
第
二
項
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
、
ま
た
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
通
常
居
住
す
る
者
に
対
し
（
米
軍
所
属
員
で
公
務

中
の
者
を
除
く
）、
ア
メ
リ
カ
は
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
あ
る
。

こ
の
案
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
不
満
が
解
消
さ
れ
る
の

か
を
検
証
し
て
お
き
た
い
。
基
地
内
で
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権

を
行
使
で
き
る
の
は
、
右
の
⑴
⑵
⑶
に
限
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
加
害
者
あ
る
い
は
被
害
者
の
場
合
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
側
が
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
例
外
は
、
⑶

の
米
兵
が
現
に
特
定
の
軍
務
に
従
事
し
て
い
る
間
に
犯
し
た
罪
で
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
被
害
者
の
場
合
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
務
犯
罪

の
決
定
権
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
に
あ
る
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
は
、
基
地
の
内
外
と
い

う
区
別
は
あ
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定

並
み
と
い
っ
て
よ
い
。
裁
判
権
の
競
合
に
関
す
る
規
定
も

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
協
定
よ
り

も
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
有
利
な
点
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
は
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
に
触
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
に
対
し
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
で
は
、
基
地
外
で
の
公

務
犯
罪
の
決
定
権
は
、
も
と
も
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
あ
っ
た
。
そ

れ
を
受
け
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
で
は
、
基
地
内
で
の
公
務
犯
罪
の
決

定
権
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
に
与
え
ら
れ
る
と
な
っ
て
い
る
。

そ
う
な
る
と
、
公
務
犯
罪
の
決
定
は
、
基
地
の
内
外
を
問
わ
ず

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
有
利
と
な
る
。

（
一
三
二
二
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

五
三

公
務
証
明
書
が
発
給
さ
れ
れ
ば
、
米
比
間
で
協
議
が
お
こ
な
わ
れ

た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
、
公
務
証
明
書
に
よ
っ
て
公
務
犯
罪

が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
17
）

。

つ
ぎ
は
、
裁
判
権
放
棄
で
あ
る
。
米
比
軍
事
基
地
協
定
第
一
三

条
第
四
項
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
希

望
す
る
場
合
）
の
実
施
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行

使
し
た
い
と
要
請
し
た
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
引
き
続
き
好
意

的
に
対
応
す
る
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

の
裁
判
権
放
棄
に
つ
い
て
も
、
別
途
、
以
下
の
公
式
合
意
議
事
録

案
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
は
、
ア
メ
リ
カ
当

局
が
米
軍
の
軍
法
に
服
す
る
者
に
つ
い
て
、
秩
序
お
よ
び
規
律
の

維
持
に
第
一
義
的
な
責
任
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
ア
メ
リ
カ

当
局
が
要
請
す
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
は
、
裁
判
権
を
行
使
す

る
第
一
次
の
権
利
を
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
が
、

み
ず
か
ら
の
裁
判
権
の
行
使
を
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場
合
は
放

棄
し
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
裁
判
権
を
行
使

で
き
る
。
以
上
は
オ
ラ
ン
ダ
方
式
と
同
じ
で
あ
る
。

第
三
項
で
は
、
附
属
書
一
〇
に
軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
の
具
体

的
な
実
施
規
定
が
設
け
ら
れ
る
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
附
属
書

一
〇
の
内
容
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

附
属
書
一
〇
で
は
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
第
三
項

（
ア
メ
リ
カ
が
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
の

規
定
）
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
基
地
内
で
、
米
兵
等
が
公
務

外
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
等
に
罪
を
犯
し
た
場
合
の
取
り
扱
い
が
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
共
通
の
防
衛
と
い
う
両
国
間
の
相
互

の
利
益
と
い
う
点
か
ら
、
米
比
の
ど
ち
ら
が
裁
判
権
を
有
す
る
か

は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
の
上
級
司
令
官
と
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
が
、
事
件
の
対
処
に
共
同
で
決
定
す
る
と
い

う
観
点
か
ら
協
議
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
同
協
定
第
一
三
条
で

は
、
基
地
内
で
の
裁
判
権
は
米
軍
側
が
全
面
的
に
有
し
て
い
た
の

で
、
ア
メ
リ
カ
側
が
譲
歩
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
付

属
書
一
〇
は
、
基
地
外
の
裁
判
権
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
上
級
司
令
官
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務

大
臣
と
の
間
で
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
補
足
さ
れ
て
い
る
。
交
渉
の
記
録

に
よ
れ
ば
、
両
者
の
間
で
合
意
に
い
た
ら
な
い
場
合
に
は
、
ア
メ

リ
カ
の
基
地
司
令
官
の
決
定
を
有
効
な
も
の
と
す
る
。
こ
の
結
果
、

（
一
三
二
三
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

五
三

公
務
証
明
書
が
発
給
さ
れ
れ
ば
、
米
比
間
で
協
議
が
お
こ
な
わ
れ

た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
、
公
務
証
明
書
に
よ
っ
て
公
務
犯
罪

が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
17
）

。

つ
ぎ
は
、
裁
判
権
放
棄
で
あ
る
。
米
比
軍
事
基
地
協
定
第
一
三

条
第
四
項
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
希

望
す
る
場
合
）
の
実
施
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行

使
し
た
い
と
要
請
し
た
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
引
き
続
き
好
意

的
に
対
応
す
る
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

の
裁
判
権
放
棄
に
つ
い
て
も
、
別
途
、
以
下
の
公
式
合
意
議
事
録

案
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
は
、
ア
メ
リ
カ
当

局
が
米
軍
の
軍
法
に
服
す
る
者
に
つ
い
て
、
秩
序
お
よ
び
規
律
の

維
持
に
第
一
義
的
な
責
任
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
ア
メ
リ
カ

当
局
が
要
請
す
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
は
、
裁
判
権
を
行
使
す

る
第
一
次
の
権
利
を
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
が
、

み
ず
か
ら
の
裁
判
権
の
行
使
を
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場
合
は
放

棄
し
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
裁
判
権
を
行
使

で
き
る
。
以
上
は
オ
ラ
ン
ダ
方
式
と
同
じ
で
あ
る
。

第
三
項
で
は
、
附
属
書
一
〇
に
軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
の
具
体

的
な
実
施
規
定
が
設
け
ら
れ
る
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
附
属
書

一
〇
の
内
容
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

附
属
書
一
〇
で
は
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
第
三
項

（
ア
メ
リ
カ
が
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
の

規
定
）
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
基
地
内
で
、
米
兵
等
が
公
務

外
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
等
に
罪
を
犯
し
た
場
合
の
取
り
扱
い
が
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
共
通
の
防
衛
と
い
う
両
国
間
の
相
互

の
利
益
と
い
う
点
か
ら
、
米
比
の
ど
ち
ら
が
裁
判
権
を
有
す
る
か

は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
の
上
級
司
令
官
と
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
が
、
事
件
の
対
処
に
共
同
で
決
定
す
る
と
い

う
観
点
か
ら
協
議
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
同
協
定
第
一
三
条
で

は
、
基
地
内
で
の
裁
判
権
は
米
軍
側
が
全
面
的
に
有
し
て
い
た
の

で
、
ア
メ
リ
カ
側
が
譲
歩
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
付

属
書
一
〇
は
、
基
地
外
の
裁
判
権
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
上
級
司
令
官
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務

大
臣
と
の
間
で
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
補
足
さ
れ
て
い
る
。
交
渉
の
記
録

に
よ
れ
ば
、
両
者
の
間
で
合
意
に
い
た
ら
な
い
場
合
に
は
、
ア
メ

リ
カ
の
基
地
司
令
官
の
決
定
を
有
効
な
も
の
と
す
る
。
こ
の
結
果
、

（
一
三
二
三
）
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五
四

の
決
定
権
を
、
米
軍
の
上
級
司
令
官
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣

の
共
同
決
定
に
委
ね
る
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
共
同
決
定
に

あ
た
っ
て
は
、
前
提
が
置
か
れ
て
い
る
。
共
通
の
防
衛
と
い
う
両

国
間
の
相
互
の
利
益
と
い
う
観
点
か
ら
決
定
さ
れ
る
と
あ
る
か
ら

だ
。
し
た
が
っ
て
、
共
通
の
防
衛
を
重
視
す
れ
ば
、
米
兵
の
公
務

の
範
囲
が
広
く
認
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
最
終
的
な

決
定
権
は
米
軍
の
上
級
司
令
官
に
あ
る
、
と
ア
メ
リ
カ
側
は
解
釈

し
て
い
た
。

つ
ぎ
に
、
裁
判
権
放
棄
の
問
題
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
よ
り
有
利
な
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
求
め
た
。
な
ぜ
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
を
、
ま
ず
、
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の

問
題
は
、
一
九
五
三
年
八
月
、
ア
メ
リ
カ
上
院
で
同
協
定
が
批
准

さ
れ
た
際
に
さ
か
の
ぼ
る
。
同
協
定
の
批
准
に
あ
た
っ
て
、
ア
メ

リ
カ
上
院
は
そ
の
意
向
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
は
、
か
な
ら
ず
し
も
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て

満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
同
協
定
と
同
様
の
協
定
を
他
国
と

結
ぶ
場
合
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
「
よ
り
有
利
な
」
内
容
を
含
む

必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
18
）

。

「
よ
り
有
利
な
」
を
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
米
兵
が
他
国
で
罪

を
犯
し
た
場
合
、
受
入
国
が
そ
の
裁
判
権
を
可
能
な
か
ぎ
り
放
棄

米
比
案
の
比
較

す
で
に
第
一
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
公
務
犯
罪
の
決
定

権
の
問
題
は
、
つ
ぎ
の
裁
判
権
放
棄
の
問
題
と
と
も
に
、
米
比
間

の
刑
事
裁
判
権
交
渉
の
最
大
の
課
題
と
な
る
。
順
番
と
し
て
は
、

ま
ず
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
に
つ
い
て
、
米
比
の
違
い
を
論
じ
る

こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
務
犯
罪
で
は
な
い
と
確
定
し
た
後

に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
の
か
、
あ
る

い
は
、
放
棄
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
か
ら
だ
。

ま
ず
、
公
務
犯
罪
で
あ
る
か
否
か
を
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
決
定

す
る
の
か
で
あ
る
。
基
地
外
で
米
兵
が
犯
し
た
罪
が
公
務
の
執
行

に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
側
が
決
定
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
同
協
定
で
は
、

基
地
内
は
ア
メ
リ
カ
、
基
地
外
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
裁
判
権
を
行
使

す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
基
地
外
で
の
公
務

犯
罪
の
決
定
権
を
、
基
地
内
で
の
犯
罪
に
も
及
ぼ
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
地
内
で
も
、
公
務
犯
罪
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
法
務
大
臣
が
決
定
す
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
側
が
恣
意

的
に
公
務
犯
罪
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
米
兵
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の

裁
判
か
ら
逃
れ
る
途
を
と
ざ
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
案
で
は
、
基
地
内
で
の
公
務
犯
罪

（
一
三
二
四
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

五
五

力
を
払
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
⑸
裁
判
権
放
棄
の
要
請
を
許
与

す
る
こ
と
は
、
義
務
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
の
自
由
裁
量
で
あ
る
。

⑹
以
上
は
、
相
互
的
に
適
用
さ
れ
る
。

こ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
三

項
⒞
を
も
と
に
し
て
い
る
。
同
項
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
裁
判
権
を

有
す
る
国
の
裁
判
権
の
放
棄
が
、
第
二
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
に

と
り
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る

国
の
当
局
に
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
で
き
る
。
第
一
次
裁
判
権
を

有
す
る
国
は
、
そ
の
要
請
に
好
意
的
考
慮
を
払
う
、
と
な
っ
て
い

る
か
ら
だ
。

こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
裁
判
権
の
放
棄
が

特
に
重
要
と
考
え
る
の
が
、
第
一
次
裁
判
権
あ
る
い
は
第
二
次
裁

判
権
を
有
す
る
国
の
い
ず
れ
な
の
か
で
あ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位

協
定
で
は
、
第
二
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
、
つ
ま
り
、
要
請
す
る

側
が
特
に
重
要
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
は
、
こ

れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
で
は
、
裁
判
権

放
棄
の
要
請
は
、
派
遣
国
側
（
ア
メ
リ
カ
）
だ
け
で
は
な
く
、
受

入
国
で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
も
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
事
案
ご

と
に
、
ア
メ
リ
カ
側
が
「
特
に
重
要
」
で
あ
る
と
し
て
裁
判
権
の

放
棄
を
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
こ
の

す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
放
棄
の
典
型
的
な
例
が
、

日
本
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
の
場
合
で
あ
る
。
日
本
と
の
場
合
に
は
、

行
政
協
定
第
一
七
条
の
改
正
の
際
、
米
兵
に
よ
る
犯
罪
が
「
実
質

的
に
重
要
」
な
場
合
を
除
き
、
日
本
側
は
そ
の
政
策
と
し
て
裁
判

権
を
行
使
し
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
日
米
合
同
委
員
会
の
刑

事
裁
判
権
分
科
委
員
会
で
、
日
本
側
代
表
の
津
田
實
法
務
省
総
務

課
長
が
一
方
的
に
陳
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
裁
判
権
放

棄
密
約
だ
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
と
は
、「
特
に
重
要
」
と
決
定
す

る
場
合
を
除
き
、
オ
ラ
ン
ダ
は
裁
判
権
を
放
棄
す
る
旨
を
公
に
約

束
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
対
し
て
も
、
オ
ラ

ン
ダ
方
式
に
な
ら
い
、
同
様
の
措
置
を
求
め
た
の
で
あ
る

（
19
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
裁
判
権
放
棄
に
関
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
案
を
提
示
し
て
い
る

（
20
）

。

⑴
裁
判
権
放
棄
の
条
項
は
、
相
互
理
解
お
よ
び
公
正
の
精
神
で

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑵
裁
判
権
放
棄
の
要
請
は
、
事
件
ご

と
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑶
裁
判
権
放
棄
を
要
請
す
る

当
事
国
は
、
事
件
ご
と
に
、
な
ぜ
特
に
重
要
な
の
か
、
そ
の
理
由

を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑷
他
方
の
当
事
国
は
、
そ
の

要
請
に
好
意
的
考
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。
そ
の
意
味
は
、
自
国

の
利
益
に
合
致
す
る
場
合
、
い
つ
で
も
そ
の
要
請
を
許
与
す
る
努

（
一
三
二
五
）
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五
五

力
を
払
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
⑸
裁
判
権
放
棄
の
要
請
を
許
与

す
る
こ
と
は
、
義
務
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
の
自
由
裁
量
で
あ
る
。

⑹
以
上
は
、
相
互
的
に
適
用
さ
れ
る
。

こ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
第
七
条
第
三

項
⒞
を
も
と
に
し
て
い
る
。
同
項
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
裁
判
権
を

有
す
る
国
の
裁
判
権
の
放
棄
が
、
第
二
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
に

と
り
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る

国
の
当
局
に
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
で
き
る
。
第
一
次
裁
判
権
を

有
す
る
国
は
、
そ
の
要
請
に
好
意
的
考
慮
を
払
う
、
と
な
っ
て
い

る
か
ら
だ
。

こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
裁
判
権
の
放
棄
が

特
に
重
要
と
考
え
る
の
が
、
第
一
次
裁
判
権
あ
る
い
は
第
二
次
裁

判
権
を
有
す
る
国
の
い
ず
れ
な
の
か
で
あ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位

協
定
で
は
、
第
二
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
、
つ
ま
り
、
要
請
す
る

側
が
特
に
重
要
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
は
、
こ

れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
で
は
、
裁
判
権

放
棄
の
要
請
は
、
派
遣
国
側
（
ア
メ
リ
カ
）
だ
け
で
は
な
く
、
受

入
国
で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
も
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
事
案
ご

と
に
、
ア
メ
リ
カ
側
が
「
特
に
重
要
」
で
あ
る
と
し
て
裁
判
権
の

放
棄
を
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
こ
の

す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
放
棄
の
典
型
的
な
例
が
、

日
本
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
の
場
合
で
あ
る
。
日
本
と
の
場
合
に
は
、

行
政
協
定
第
一
七
条
の
改
正
の
際
、
米
兵
に
よ
る
犯
罪
が
「
実
質

的
に
重
要
」
な
場
合
を
除
き
、
日
本
側
は
そ
の
政
策
と
し
て
裁
判

権
を
行
使
し
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
日
米
合
同
委
員
会
の
刑

事
裁
判
権
分
科
委
員
会
で
、
日
本
側
代
表
の
津
田
實
法
務
省
総
務

課
長
が
一
方
的
に
陳
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
裁
判
権
放

棄
密
約
だ
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
と
は
、「
特
に
重
要
」
と
決
定
す

る
場
合
を
除
き
、
オ
ラ
ン
ダ
は
裁
判
権
を
放
棄
す
る
旨
を
公
に
約

束
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
対
し
て
も
、
オ
ラ

ン
ダ
方
式
に
な
ら
い
、
同
様
の
措
置
を
求
め
た
の
で
あ
る

（
19
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
裁
判
権
放
棄
に
関
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
案
を
提
示
し
て
い
る

（
20
）

。

⑴
裁
判
権
放
棄
の
条
項
は
、
相
互
理
解
お
よ
び
公
正
の
精
神
で

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑵
裁
判
権
放
棄
の
要
請
は
、
事
件
ご

と
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑶
裁
判
権
放
棄
を
要
請
す
る

当
事
国
は
、
事
件
ご
と
に
、
な
ぜ
特
に
重
要
な
の
か
、
そ
の
理
由

を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑷
他
方
の
当
事
国
は
、
そ
の

要
請
に
好
意
的
考
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。
そ
の
意
味
は
、
自
国

の
利
益
に
合
致
す
る
場
合
、
い
つ
で
も
そ
の
要
請
を
許
与
す
る
努

（
一
三
二
五
）
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五
六

側
に
と
っ
て
も
、
刑
事
裁
判
権
に
関
し
て
、
他
の
同
盟
国
よ
り

フ
ィ
リ
ピ
ン
を
優
遇
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
交

渉
団
の
あ
り
方
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
交
渉
団
は
、
政

府
関
係
者
と
政
治
家
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
政
治
的
判
断
が
優

先
さ
れ
、
妥
協
の
余
地
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、

交
渉
の
機
密
が
保
た
れ
ず
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
か
ら
は
マ
ス
コ
ミ
へ

の
リ
ー
ク
が
繰
り
返
さ
れ
た

（
23
）

。
そ
の
結
果
、
米
比
交
渉
団
の
間
に

信
頼
を
築
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
妥
結
に
い
た
ら
な
か
っ
た
最
大
の
要
因
は
何
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
日
本
を
意
識
し
て
い
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
日
米
間
の
刑
事
裁
判
権
条
項

に
比
べ
、
不
利
な
内
容
を
の
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
日
本
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
と
っ
て
旧
敵
国
だ
っ
た
か
ら
だ
。
こ

の
点
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
交
渉
団
に
と
っ
て
も
マ
グ
サ
イ
サ
イ
大
統
領

に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
大
統
領
の
場
合
、
翌
年
（
一
九
五
七

年
）
一
一
月
に
大
統
領
選
挙
を
ひ
か
え
て
い
た
。
再
選
を
め
ざ
す

う
え
で
、
妥
協
は
マ
イ
ナ
ス
と
考
え
ら
れ
た
（
た
だ
し
、
同
大
統

領
は
、
一
九
五
七
年
三
月
、
遊
説
先
か
ら
マ
ニ
ラ
に
帰
る
途
中
の

飛
行
機
事
故
で
死
去
し
た
）。
こ
の
こ
と
は
、
マ
グ
サ
イ
サ
イ
大

要
請
に
好
意
的
な
考
慮
を
払
う
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
側

か
ら
み
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
明
確
に
裁
判
権
を
放
棄
し
た
と
は

い
え
な
い
こ
と
と
な
る
。

以
上
を
概
括
す
る
と
、
刑
事
裁
判
権
の
放
棄
に
関
し
て
、
ア
メ

リ
カ
側
は
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
求
め
て
い
た
の
に
対
し
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
側
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
を
望
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
公
務
犯
罪

の
決
定
権
に
つ
い
て
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
有
利
な
方
式
を
望
ん

で
い
た
。
基
地
外
で
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
裁
判
権
は
そ
の
ま
ま
に

し
、
基
地
内
で
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
公
務
犯
罪
の
決
定
権
を
有

す
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る

（
21
）

。

な
ぜ
交
渉
は
妥
結
し
な
か
っ
た
の
か

以
上
、
一
九
五
六
年
交
渉
を
概
観
し
て
き
た
。
結
局
、
公
務
犯

罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
裁
判
権
放
棄
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
ア

メ
リ
カ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
意
見
が
一
致
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
（
22
）

。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
と
っ
て
、
刑
事
裁
判
権
の
問
題
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
が
本
当
に
主
権
を
有
す
る
と
い
え
る
の
か
、
ま
た
、

他
の
同
盟
国
と
同
等
に
扱
わ
れ
る
の
か
と
い
う
国
家
の
威
信
に
か

か
わ
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

が
譲
歩
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ

（
一
三
二
六
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

五
七

を
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
申
し
入
れ
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
一
二
月

五
日
に
開
か
れ
た
交
渉
本
会
議
で
交
渉
中
断
が
決
ま
る

（
26
）

。
ベ
ン
デ

ツ
ェ
ン
は
、
一
二
月
一
九
日
を
も
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
ア
メ

リ
カ
特
別
代
表
、
な
ら
び
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
問
題
担
当
の
国
防
長

官
特
別
補
佐
官
を
辞
任
し
た

（
27
）

。

三�

　
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
交
渉
（
一
九
五
八
─

五
九
年
）

一
九
五
六
年
交
渉
を
振
り
返
る

ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
交
渉
を
検
討
す
る
前
に
、
一
九
五
六
年
の

ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
・
ペ
ラ
エ
ス
交
渉
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
公

務
犯
罪
の
決
定
権
お
よ
び
裁
判
権
の
放
棄
を
中
心
に
み
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

ま
ず
、
一
九
五
六
年
交
渉
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
主
に
、
以

下
の
ふ
た
つ
の
要
求
を
お
こ
な
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
基
地
内
で
、

何
人
に
対
し
て
も
ア
メ
リ
カ
が
裁
判
権
を
行
使
し
て
き
た
こ
と
の

撤
廃
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
基
地
内
で
、
米
軍
構
成
員
が

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
対
し
、
公
務
外
で
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
裁

判
権
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

（
28
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
の
主
要
な
要
求
は
つ
ぎ
の
よ
う

統
領
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
司
教
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
Ｊ
・
ス
ペ
ル
マ

ン
（F

rancis J. S
pellm

an

）
枢
機
卿
に
語
っ
た
つ
ぎ
の
言
葉
に

端
的
に
表
れ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
旧
敵
国
で
あ
る
日
本
へ
の

要
求
以
上
の
こ
と
に
同
意
す
る
よ
う
、
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
は
主
張
す

る
の
か

（
24
）

。」

さ
ら
に
、
日
米
間
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
密
約
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

に
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
態
度
を

硬
化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
五
三
年
に
改
正
さ
れ
た

日
米
行
政
協
定
の
刑
事
裁
判
権
条
項
（
第
一
七
条
）
の
規
定
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
し
て
み
れ
ば
、
日
米
行
政
協
定
の
刑
事
裁
判
権

条
項
が
妥
協
で
き
る
最
低
線
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

交
渉
挫
折
の
さ
ら
な
る
要
因
と
し
て
、
一
一
月
六
日
、
在
比
米

大
使
の
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ヌ
フ
ァ
ー
（A

lbert F
. N

ufer

）

が
心
臓
発
作
で
、
突
然
、
死
去
し
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
ヌ

フ
ァ
ー
は
、
直
接
、
交
渉
に
携
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

も
の
の
、
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
を
側
面
か
ら
支
え
て
い
た
。
ま
た
、
交

渉
の
様
子
を
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
と
は
違
っ
た
視
点
か
ら
本
省
に
報
告

し
て
い
る

（
25
）

。

一
一
月
三
〇
日
、
本
省
か
ら
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
に
、
交
渉
の
中
断

（
一
三
二
七
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

五
七

を
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
申
し
入
れ
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
一
二
月

五
日
に
開
か
れ
た
交
渉
本
会
議
で
交
渉
中
断
が
決
ま
る

（
26
）

。
ベ
ン
デ

ツ
ェ
ン
は
、
一
二
月
一
九
日
を
も
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
ア
メ

リ
カ
特
別
代
表
、
な
ら
び
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
問
題
担
当
の
国
防
長

官
特
別
補
佐
官
を
辞
任
し
た

（
27
）

。

三�

　
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
交
渉
（
一
九
五
八
─

五
九
年
）

一
九
五
六
年
交
渉
を
振
り
返
る

ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
交
渉
を
検
討
す
る
前
に
、
一
九
五
六
年
の

ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
・
ペ
ラ
エ
ス
交
渉
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
公

務
犯
罪
の
決
定
権
お
よ
び
裁
判
権
の
放
棄
を
中
心
に
み
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

ま
ず
、
一
九
五
六
年
交
渉
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
主
に
、
以

下
の
ふ
た
つ
の
要
求
を
お
こ
な
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
基
地
内
で
、

何
人
に
対
し
て
も
ア
メ
リ
カ
が
裁
判
権
を
行
使
し
て
き
た
こ
と
の

撤
廃
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
基
地
内
で
、
米
軍
構
成
員
が

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
対
し
、
公
務
外
で
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
裁

判
権
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

（
28
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
の
主
要
な
要
求
は
つ
ぎ
の
よ
う

統
領
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
司
教
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
Ｊ
・
ス
ペ
ル
マ

ン
（F

rancis J. S
pellm

an

）
枢
機
卿
に
語
っ
た
つ
ぎ
の
言
葉
に

端
的
に
表
れ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
旧
敵
国
で
あ
る
日
本
へ
の

要
求
以
上
の
こ
と
に
同
意
す
る
よ
う
、
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
は
主
張
す

る
の
か

（
24
）

。」

さ
ら
に
、
日
米
間
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
密
約
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

に
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
態
度
を

硬
化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
五
三
年
に
改
正
さ
れ
た

日
米
行
政
協
定
の
刑
事
裁
判
権
条
項
（
第
一
七
条
）
の
規
定
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
し
て
み
れ
ば
、
日
米
行
政
協
定
の
刑
事
裁
判
権

条
項
が
妥
協
で
き
る
最
低
線
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

交
渉
挫
折
の
さ
ら
な
る
要
因
と
し
て
、
一
一
月
六
日
、
在
比
米

大
使
の
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｆ
・
ヌ
フ
ァ
ー
（A

lbert F
. N

ufer

）

が
心
臓
発
作
で
、
突
然
、
死
去
し
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
ヌ

フ
ァ
ー
は
、
直
接
、
交
渉
に
携
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

も
の
の
、
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
を
側
面
か
ら
支
え
て
い
た
。
ま
た
、
交

渉
の
様
子
を
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
と
は
違
っ
た
視
点
か
ら
本
省
に
報
告

し
て
い
る

（
25
）

。

一
一
月
三
〇
日
、
本
省
か
ら
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
に
、
交
渉
の
中
断

（
一
三
二
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

五
八

一
方
、
ア
メ
リ
カ
側
で
は
、
一
九
五
六
年
一
一
月
に
ヌ
フ
ァ
ー

大
使
が
突
然
死
去
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
後
任
と
し

て
駐
比
大
使
に
就
任
し
た
の
が
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｅ
・
ボ
ー
レ
ン

（C
harles E

. B
ohlen

）
で
あ
る
。
ボ
ー
レ
ン
は
、
ソ
連
封
じ
込

め
政
策
の
立
案
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｆ
・
ケ
ナ
ン

（G
eorge F

. K
ennan

）
の
後
任
と
し
て
駐
ソ
大
使
（
一
九
五
三

─
一
九
五
七
年
）
を
務
め
た
経
歴
を
有
す
る
。
大
物
外
交
官
と

い
っ
て
よ
い
。
ボ
ー
レ
ン
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
赴
任
し
た
の
は
、

一
九
五
七
年
六
月
で
あ
っ
た
。

ボ
ー
レ
ン
大
使
と
セ
ラ
ノ
外
務
大
臣
と
の
交
渉
は
、
一
九
五
八

年
一
一
月
に
開
始
さ
れ
る
。
刑
事
裁
判
権
を
め
ぐ
る
交
渉
は
、

一
九
五
九
年
六
月
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
刑
事
裁
判
権
問

題
の
決
着
は
つ
か
ず
、
そ
の
後
の
交
渉
は
、
他
の
議
題
に
移
る
こ

と
と
な
る
。
以
下
で
は
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
裁
判

権
の
放
棄
を
中
心
と
し
て
、
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
交
渉
の
主
要
な

争
点
を
あ
と
づ
け
て
み
た
い
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
案

一
九
五
八
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
、
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ

ノ
会
談
は
四
回
開
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
会
談
で
フ
ィ
リ
ピ
ン

に
な
る

（
29
）

。
ひ
と
つ
は
、
公
務
執
行
中
の
罪
で
あ
る
か
否
か
の
決
定

権
を
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
手
に
委
ね
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
米
比
軍
事
基
地
協
定
で
は
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の

決
定
権
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
あ
っ
た
か
ら
だ
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

米
兵
に
対
す
る
裁
判
権
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
放
棄
す
る
こ
と
に
、

な
ん
ら
か
の
保
証
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
方
式
に
し

た
が
い
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場
合
を
除
き
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
す
べ
て
の
事
件
で
裁
判
権
を
放
棄
す
る
と
い
う

よ
う
に
で
あ
る
。

一
九
五
六
年
交
渉
は
、
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
の
帰
任
を
も
っ
て
終
了

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
五
七
年
に
入
っ
て
も
米
比
間
で
の
交

渉
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
マ
グ
サ
イ
サ
イ
大

統
領
み
ず
か
ら
交
渉
に
の
り
だ
す
。
と
こ
ろ
が
、
マ
グ
サ
イ
サ
イ

大
統
領
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
五
七
年
三
月
、
不
慮
の
飛
行

機
事
故
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
大
統
領
に
就
任
し
た
の
が
、

副
大
統
領
の
カ
ル
ロ
ス
・
Ｐ
・
ガ
ル
シ
ア
（C

arlos P
. G

arcia
）

で
あ
る
。
ガ
ル
シ
ア
は
、
同
年
一
一
月
の
大
統
領
選
挙
で
当
選
す

る
。
ガ
ル
シ
ア
大
統
領
の
下
で
外
務
大
臣
を
務
め
た
の
が
、
フ
ェ

リ
ス
ベ
ル
ト
・
Ｍ
・
セ
ラ
ノ 

（F
elisberto M

. S
errano

）
で

あ
っ
た
。

（
一
三
二
八
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

五
九

カ
の
上
級
司
令
官
か
ら
構
成
さ
れ
る
合
同
委
員
会
に
付
託
さ
れ
る
。

合
同
委
員
会
で
も
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
、
最
終
的
に
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
裁
判
所
が
決
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
基
地
内
で
の
米
兵

に
よ
る
犯
罪
は
、
基
地
の
司
令
官
が
公
務
外
だ
と
認
定
し
な
い
か

ぎ
り
、
違
反
者
は
公
務
の
執
行
中
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ
る
。
両
者

の
見
解
が
異
な
る
場
合
、
こ
の
件
は
、
ア
メ
リ
カ
の
上
級
指
令
官

と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
と
の
間
で
協
議
さ
れ
る
。
そ
こ
で
意

見
が
一
致
し
な
い
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判
所
が
公
務
犯
罪
で

あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
。

裁
判
権
の
放
棄
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
で
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
が
、

特
に
重
要
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
裁
判
権
の
放
棄

を
要
請
し
た
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
要
請
に
好
意

的
考
慮
を
払
う
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
特
に
重
要
と
考
え
る
場
合
も
同

様
の
扱
い
と
な
る
。

以
上
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ

案
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
案

フ
ィ
リ
ピ
ン
案
が
提
示
さ
れ
た
同
じ
一
一
月
二
八
日
、
ア
メ
リ

お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
考
え
は
出
尽
く
し
た
感
が
あ
る
。
そ
の
後
は
、

そ
れ
を
少
し
修
正
し
た
案
が
提
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、

ま
ず
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
考
え
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

一
一
月
二
八
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
会

談
で
、
セ
ラ
ノ
は
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
に
つ
い
て
、
Ａ
・
Ｂ
と

い
う
ふ
た
つ
の
代
替
案
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
案

の
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う

（
30
）

。

代
替
案
Ａ
で
は
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権
は
現
行
の

ま
ま
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
検
察
官
が
公
務
犯

罪
の
決
定
権
を
有
す
る
。
基
地
内
で
は
、
基
地
の
司
令
官
が
公
務

内
で
あ
る
と
認
定
し
、
検
察
官
が
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
た
場
合
、

決
定
権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
と
ア
メ
リ
カ
の
上
級
司
令

官
か
ら
な
る
合
同
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
る
。
合
同
委
員
会
で
意
見

が
一
致
し
な
い
場
合
、
司
令
官
が
発
給
し
た
公
務
証
明
書
が
優
先

さ
れ
る
。

代
替
案
Ｂ
で
は
、
基
地
外
で
の
米
兵
に
よ
る
犯
罪
は
、
検
察
官

が
公
務
内
と
認
定
し
な
い
か
ぎ
り
、
違
反
者
は
公
務
外
と
仮
定
さ

れ
る
。
司
令
官
が
公
務
内
と
主
張
し
、
検
察
官
が
こ
れ
を
受
け
入

れ
な
い
場
合
、
こ
の
件
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
と
ア
メ
リ

（
一
三
二
九
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

五
九

カ
の
上
級
司
令
官
か
ら
構
成
さ
れ
る
合
同
委
員
会
に
付
託
さ
れ
る
。

合
同
委
員
会
で
も
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
、
最
終
的
に
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
裁
判
所
が
決
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
基
地
内
で
の
米
兵

に
よ
る
犯
罪
は
、
基
地
の
司
令
官
が
公
務
外
だ
と
認
定
し
な
い
か

ぎ
り
、
違
反
者
は
公
務
の
執
行
中
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ
る
。
両
者

の
見
解
が
異
な
る
場
合
、
こ
の
件
は
、
ア
メ
リ
カ
の
上
級
指
令
官

と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
と
の
間
で
協
議
さ
れ
る
。
そ
こ
で
意

見
が
一
致
し
な
い
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判
所
が
公
務
犯
罪
で

あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
。

裁
判
権
の
放
棄
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
で
は
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
が
、

特
に
重
要
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
裁
判
権
の
放
棄

を
要
請
し
た
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
要
請
に
好
意

的
考
慮
を
払
う
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
特
に
重
要
と
考
え
る
場
合
も
同

様
の
扱
い
と
な
る
。

以
上
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ

案
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
案

フ
ィ
リ
ピ
ン
案
が
提
示
さ
れ
た
同
じ
一
一
月
二
八
日
、
ア
メ
リ

お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
考
え
は
出
尽
く
し
た
感
が
あ
る
。
そ
の
後
は
、

そ
れ
を
少
し
修
正
し
た
案
が
提
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、

ま
ず
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
考
え
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

一
一
月
二
八
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
会

談
で
、
セ
ラ
ノ
は
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
に
つ
い
て
、
Ａ
・
Ｂ
と

い
う
ふ
た
つ
の
代
替
案
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
案

の
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う

（
30
）

。

代
替
案
Ａ
で
は
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権
は
現
行
の

ま
ま
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
検
察
官
が
公
務
犯

罪
の
決
定
権
を
有
す
る
。
基
地
内
で
は
、
基
地
の
司
令
官
が
公
務

内
で
あ
る
と
認
定
し
、
検
察
官
が
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
た
場
合
、

決
定
権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
と
ア
メ
リ
カ
の
上
級
司
令

官
か
ら
な
る
合
同
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
る
。
合
同
委
員
会
で
意
見

が
一
致
し
な
い
場
合
、
司
令
官
が
発
給
し
た
公
務
証
明
書
が
優
先

さ
れ
る
。

代
替
案
Ｂ
で
は
、
基
地
外
で
の
米
兵
に
よ
る
犯
罪
は
、
検
察
官

が
公
務
内
と
認
定
し
な
い
か
ぎ
り
、
違
反
者
は
公
務
外
と
仮
定
さ

れ
る
。
司
令
官
が
公
務
内
と
主
張
し
、
検
察
官
が
こ
れ
を
受
け
入

れ
な
い
場
合
、
こ
の
件
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
と
ア
メ
リ

（
一
三
二
九
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

六
〇

替
案
は
、
日
米
間
の
公
務
犯
罪
の
決
定
方
式
に
な
ら
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
。

裁
判
権
放
棄
に
関
し
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン

側
は
、
ま
ず
、
米
軍
当
局
が
そ
の
軍
隊
に
お
け
る
秩
序
お
よ
び
規

律
を
維
持
す
る
責
任
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
場
合
、
米
軍
当
局
が
裁
判
権
の
放
棄

を
要
請
す
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
そ
れ
を
許
与
す
る
。
た
だ
し
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
、
裁
判
権
の
行
使
を
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場

合
は
除
か
れ
る
。
こ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
方
式
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ

る
。公

務
犯
罪
の
決
定
権

公
務
犯
罪
の
決
定
権
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
案
と
フ
ィ
リ
ピ
ン

案
で
は
お
お
き
な
違
い
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
案
で
は
、
公
務
犯
罪

の
決
定
権
は
軍
の
司
令
官
に
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
で
は
、
代
替

案
Ａ
に
し
ろ
Ｂ
に
し
ろ
、
最
終
的
な
決
定
権
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に

あ
る
。
例
外
は
、
代
替
案
Ａ
の
基
地
内
に
お
け
る
公
務
犯
罪
の
決

定
権
の
場
合
で
あ
る
。
基
地
司
令
官
の
公
務
証
明
書
で
最
終
的
に

決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
た
だ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
議
会
指
導
者
の
多
く
は
こ
の
案
に
不
満
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

カ
案
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
部
分
は
以
下
で
あ
る

（
31
）

。

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
案
で
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
な
ら
っ

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
裁
判
権
の
競
合
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て

い
る
。
ア
メ
リ
カ
側
が
米
軍
構
成
員
に
対
し
第
一
次
裁
判
権
を
有

す
る
場
合
と
は
、
⑴
ア
メ
リ
カ
の
財
産
ま
た
は
安
全
に
対
す
る
犯

罪
、
⑵
ア
メ
リ
カ
軍
の
他
の
構
成
員
の
身
体
ま
た
は
財
産
に
対
す

る
犯
罪
、
⑶
公
務
の
執
行
に
よ
り
生
じ
た
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ

る
犯
罪
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
右
以
外
の
す
べ
て
の
犯
罪

に
対
し
て
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
。

問
題
は
、
⑶
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
案
に

よ
れ
ば
、
公
務
の
執
行
に
よ
り
生
じ
た
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
る

犯
罪
で
あ
る
か
否
か
は
、
米
軍
の
適
切
な
司
令
官
に
よ
り
決
定
さ

れ
る
、
と
あ
る
。
ま
た
、
以
下
の
代
替
案
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

米
軍
の
適
切
な
司
令
官
が
、
当
該
犯
罪
は
公
務
の
執
行
に
よ
る
故

意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
陳
述
す
る
証

明
書
は
、
反
証
の
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
事
実
の
十
分
な
証
拠
と
な

る
。
反
対
の
証
拠
は
、
証
明
書
の
発
給
か
ら
十
日
以
内
に
、
米
軍

当
局
に
送
付
さ
れ
る
。
米
軍
当
局
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
関
連
当
局
と

の
間
で
問
題
を
解
決
で
き
な
い
場
合
、
当
該
問
題
は
、
最
終
的
な

解
決
の
た
め
、
米
比
の
外
交
チ
ャ
ネ
ル
に
委
ね
ら
れ
る
。
こ
の
代

（
一
三
三
〇
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

六
一

項
の
陳
述
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
日
本
国
の
刑
事
訴

訟
法
第
三
百
十
八
条
を
害
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。」

と
あ
る

（
36
）

。
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
十
八
条
は
、
裁
判
官
の
自
由
心
証

主
義
を
規
定
し
て
い
る
。
合
意
議
事
録
は
、
公
判
段
階
の
公
務
証

明
書
に
言
及
し
て
お
り
、
起
訴
後
の
問
題
で
あ
る
。
刑
事
裁
判
権

が
日
本
に
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
後
と
な
る
。

そ
れ
で
は
、
公
務
証
明
書
は
、
裁
判
権
の
決
定
に
あ
た
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、

「
日
米
合
同
委
員
会
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委
員
会
に
お
い
て
合

意
さ
れ
た
事
項
」
第
四
三
項
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
37
）

。
そ
れ
に

よ
る
と
、
公
務
証
明
書
は
、
当
該
被
疑
者
が
所
属
す
る
部
隊
の
指

揮
官
か
ら
、
犯
罪
が
発
生
し
た
地
の
検
事
正
に
対
し
て
提
出
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
証
明
書
の
効
力
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
証
明
書
は
、
反
証
の
な
い
限
り
、
公
務
中

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
充
分
な
証
拠
資
料
と
な
る
。

反
対
の
証
拠
は
、
す
べ
て
合
同
委
員
会
に
お
け
る
考
慮
の
た
め
に

提
出
さ
れ
る

（
38
）

。」
し
た
が
っ
て
、
日
米
間
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権

は
、
合
同
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
の
公
式
議
事
録
の
文
言
は
、
刑
事
裁
判
権
が
日
米
ど
ち
ら
に

あ
る
の
か
と
い
う
決
定
の
段
階
で
、
裁
判
所
が
関
与
す
る
か
の
よ

代
替
案
Ａ
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
上
院
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
と

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
考
え
て
い
た

（
32
）

。
こ
れ
に
対
し
、
代
替
案
Ａ
は
ア

メ
リ
カ
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た

（
33
）

。
結
局
、
公
務
犯
罪

の
決
定
権
に
つ
い
て
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
（
代
替
案
Ｂ
）
は
、
ベ
ン

デ
ツ
ェ
ン
・
ペ
ラ
エ
ス
交
渉
の
際
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
と
変
わ
る
と

こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
公
務
犯
罪
の
最
終
的
な
決
定
権
が
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ

（
34
）

。

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
な
ぜ
公
務
犯
罪
の
最
終
的
な
決
定
権
を
裁

判
所
に
委
ね
る
方
式
を
望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

は
、
日
米
間
に
お
け
る
公
務
犯
罪
の
決
定
権
の
方
式
に
な
ら
っ
た
、

と
主
張
し
て
い
る

（
35
）

。
そ
こ
で
、
日
米
間
の
方
式
と
は
い
か
な
る
も

の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

公
務
犯
罪
の
決
定
に
つ
い
て
、
日
米
行
政
協
定
第
一
七
条
第
三

項
⒜
ⅱ
［
公
務
犯
罪
］
の
公
式
議
事
録
は
、「
合
衆
国
軍
隊
の
構

成
員
又
は
軍
属
が
起
訴
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
起
訴
さ
れ

た
罪
が
も
し
被
告
人
に
よ
り
犯
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
罪

が
公
務
執
行
中
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
旨

を
記
載
し
た
証
明
書
で
そ
の
指
揮
官
又
は
指
揮
官
に
代
る
べ
き
者

が
発
行
し
た
も
の
は
、
反
証
の
な
い
限
り
、
刑
事
手
続
の
い
か
な

る
段
階
に
お
い
て
も
そ
の
事
実
の
充
分
な
証
拠
資
料
と
な
る
。
前

（
一
三
三
一
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

六
一

項
の
陳
述
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
日
本
国
の
刑
事
訴

訟
法
第
三
百
十
八
条
を
害
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。」

と
あ
る

（
36
）

。
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
十
八
条
は
、
裁
判
官
の
自
由
心
証

主
義
を
規
定
し
て
い
る
。
合
意
議
事
録
は
、
公
判
段
階
の
公
務
証

明
書
に
言
及
し
て
お
り
、
起
訴
後
の
問
題
で
あ
る
。
刑
事
裁
判
権

が
日
本
に
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
後
と
な
る
。

そ
れ
で
は
、
公
務
証
明
書
は
、
裁
判
権
の
決
定
に
あ
た
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、

「
日
米
合
同
委
員
会
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委
員
会
に
お
い
て
合

意
さ
れ
た
事
項
」
第
四
三
項
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
37
）

。
そ
れ
に

よ
る
と
、
公
務
証
明
書
は
、
当
該
被
疑
者
が
所
属
す
る
部
隊
の
指

揮
官
か
ら
、
犯
罪
が
発
生
し
た
地
の
検
事
正
に
対
し
て
提
出
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
証
明
書
の
効
力
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
証
明
書
は
、
反
証
の
な
い
限
り
、
公
務
中

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
充
分
な
証
拠
資
料
と
な
る
。

反
対
の
証
拠
は
、
す
べ
て
合
同
委
員
会
に
お
け
る
考
慮
の
た
め
に

提
出
さ
れ
る

（
38
）

。」
し
た
が
っ
て
、
日
米
間
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権

は
、
合
同
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
の
公
式
議
事
録
の
文
言
は
、
刑
事
裁
判
権
が
日
米
ど
ち
ら
に

あ
る
の
か
と
い
う
決
定
の
段
階
で
、
裁
判
所
が
関
与
す
る
か
の
よ

代
替
案
Ａ
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
上
院
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
と

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
考
え
て
い
た

（
32
）

。
こ
れ
に
対
し
、
代
替
案
Ａ
は
ア

メ
リ
カ
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た

（
33
）

。
結
局
、
公
務
犯
罪

の
決
定
権
に
つ
い
て
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
（
代
替
案
Ｂ
）
は
、
ベ
ン

デ
ツ
ェ
ン
・
ペ
ラ
エ
ス
交
渉
の
際
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
と
変
わ
る
と

こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
公
務
犯
罪
の
最
終
的
な
決
定
権
が
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ

（
34
）

。

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
な
ぜ
公
務
犯
罪
の
最
終
的
な
決
定
権
を
裁

判
所
に
委
ね
る
方
式
を
望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

は
、
日
米
間
に
お
け
る
公
務
犯
罪
の
決
定
権
の
方
式
に
な
ら
っ
た
、

と
主
張
し
て
い
る

（
35
）

。
そ
こ
で
、
日
米
間
の
方
式
と
は
い
か
な
る
も

の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

公
務
犯
罪
の
決
定
に
つ
い
て
、
日
米
行
政
協
定
第
一
七
条
第
三

項
⒜
ⅱ
［
公
務
犯
罪
］
の
公
式
議
事
録
は
、「
合
衆
国
軍
隊
の
構

成
員
又
は
軍
属
が
起
訴
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
起
訴
さ
れ

た
罪
が
も
し
被
告
人
に
よ
り
犯
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
罪

が
公
務
執
行
中
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
旨

を
記
載
し
た
証
明
書
で
そ
の
指
揮
官
又
は
指
揮
官
に
代
る
べ
き
者

が
発
行
し
た
も
の
は
、
反
証
の
な
い
限
り
、
刑
事
手
続
の
い
か
な

る
段
階
に
お
い
て
も
そ
の
事
実
の
充
分
な
証
拠
資
料
と
な
る
。
前

（
一
三
三
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

六
二

権
に
関
す
る
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
同
協
定
の
交
渉
過
程
で
、

公
務
犯
罪
の
決
定
権
は
派
遣
国
側
に
あ
る
と
い
う
了
解
が
交
渉
国

間
に
あ
っ
た
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
側
は
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
実
際
上
、
ア
メ
リ
カ
が
「
公
務
」
に
つ
い
て
独
占
的
に
決
定

す
る
こ
と
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
を
締
結
し
て
い
る
国
々
で

は
、
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
手
続
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、

イ
ギ
リ
ス
は
例
外
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
訪
問
軍
法
が
制
定
さ

れ
、「
公
務
」
の
性
格
を
有
す
る
犯
罪
か
ど
う
か
を
最
終
的
に
決

定
す
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
イ
ギ
リ
ス
も
、
米
軍
司
令
官
が
発
給
し
た
証
明
書
に

異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
結
果
、
同
法
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
は
ア
メ
リ
カ
の
証
明
書
を
最
終
的
な
も
の

と
み
な
し
て
い
た

（
40
）

。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
公
務
犯
罪

の
決
定
権
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
お
け
る
事
実
上

の
取
り
扱
い
に
同
調
す
る
よ
う
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
要
求
し
た
の
で
あ

る
。

う
な
誤
解
を
生
み
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
公
務
証
明

書
が
発
給
さ
れ
、
公
務
犯
罪
で
あ
る
の
か
否
か
疑
義
が
提
起
さ
れ

た
場
合
、
こ
の
問
題
は
合
同
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
合
同
委
員
会
で
も
解
決
に
い
た
ら
な
い
場
合
、
行
政
協

定
第
二
六
条
第
三
項
に
し
た
が
い
、
政
府
間
の
交
渉
に
委
ね
ら
れ

る
。
ち
な
み
に
、
一
九
六
〇
年
に
改
正
さ
れ
た
日
米
地
位
協
定
で

は
、
同
項
は
、
第
二
五
条
第
三
項
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
、
公
務
犯
罪
の
決
定
は
日
米
の

方
式
に
な
ら
っ
た
、
つ
ま
り
、
裁
判
所
に
委
ね
る
と
い
う
点
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
誤
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
も
誤
解
に
気
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
側
は
、
右
に
説
明
し
た
日
米
間
の
公
務
犯
罪
の
決
定
方
式
を
受

け
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
合
同
委
員
会
で
解
決

で
き
な
い
場
合
、
両
政
府
間
の
解
決
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
か
ら
だ
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
公
務
犯
罪
の
決
定
は
、
最

終
的
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判
所
に
委
ね
る
と
い
う
案
を
取
り
下

げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
39
）

。

そ
れ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
な
ぜ
公
務
犯
罪
の
決
定
権
は
米

軍
の
適
切
な
司
令
官
に
あ
る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前

述
の
よ
う
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
は
、
公
務
犯
罪
の
決
定

（
一
三
三
二
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

六
三

れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る

（
41
）

。

オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
刑
事
裁
判
権
行
使
の
実
態
に
も
触
れ
て
お

こ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
に
駐
留
す
る
米
軍
に
関
す
る
取
り
決
め
は
、

一
九
五
四
年
八
月
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
取
り
決
め
が
発
効

し
た
の
は
同
年
一
一
月
で
あ
る

（
42
）

。
一
九
五
六
年
八
月
の
在
比
米
大

使
館
か
ら
本
省
に
宛
て
た
電
報
に
よ
る
と
、
こ
の
取
り
決
め
が
発

効
し
て
以
降
、
オ
ラ
ン
ダ
当
局
が
裁
判
権
を
行
使
し
た
事
例
は
な

い
と
い
う

（
43
）

。
ま
た
、
一
九
六
二
─
六
四
年
の
デ
ー
タ
を
「
表
２

　

オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
権
放
棄
の
状
況
」
に
示
し
た
。
こ
の
期
間
も
オ

ラ
ン
ダ
は
裁
判
権
を
ほ
と
ん
ど
行
使
し
て
い
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ
当

局
は
、
刑
事
裁
判
権
の
行
使
に
き
わ
め
て
慎
重
だ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

ア
メ
リ
カ
側
が
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
側
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
を
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
に
は
、
刑

事
裁
判
権
と
い
う
主
権
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
論
点
が
含
ま
れ

て
い
る
。
セ
ラ
ノ
は
、
一
一
月
二
一
日
の
第
二
回
会
談
で
、
大
統

領
お
よ
び
議
会
の
指
導
者
と
こ
の
問
題
を
協
議
し
た
旨
を
ボ
ー
レ

ン
に
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
は
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
と
あ
る
。
特
に
重

要
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
負
担
は
、
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
す
る

刑
事
裁
判
権
の
放
棄

刑
事
裁
判
権
の
放
棄
に
つ
い
て
、

ボ
ー
レ
ン
は
セ
ラ
ノ
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

方
式
で
は
な
く
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を

提
案
し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
に
比
べ
、

オ
ラ
ン
ダ
方
式
の
方
が
よ
り
現
実
的

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
い
る
。

ボ
ー
レ
ン
に
よ
れ
ば
、
米
兵
が
犯
す

罪
の
ほ
と
ん
ど
は
軽
微
な
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
軽
微
な
事
件
の
場
合
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
し
た
が
い
、

ア
メ
リ
カ
側
が
特
に
重
要
で
あ
る
と

し
て
、
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
す
る

の
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
軽

微
な
犯
罪
は
特
に
重
要
と
は
い
え
な

い
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
側
が
裁
判
権
を
放
棄
す
る
方
が

合
理
的
だ
と
い
う
。
こ
の
方
式
が
用

い
ら
れ
て
も
、
重
要
な
犯
罪
の
裁
判

権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
手
に
残
さ

表 2　オランダの裁判権放棄の状況
年 アメリカが裁判権の放棄を要請した件数 オランダが裁判権を放棄した件数 裁判権を放棄した割合

（出典）Korean Ministry of Foreign Affaris, Agreement Under Article IV of the Mutual Defense Treaty Between the Republic
of Korea and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in
the Republic of Korea--Explanation and Text--, Seoul, 1966, pp. 92-93, RG59[Entry A1 5419] Subject Files of the Office of
Korean Affairs, 1966-1974, Box 4, National Archives at College Park, MD.

119
247
274

119
247
273

100
100
99.60

1962
1963
1964

（
一
三
三
三
）
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六
三

れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る

（
41
）

。

オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
刑
事
裁
判
権
行
使
の
実
態
に
も
触
れ
て
お

こ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
に
駐
留
す
る
米
軍
に
関
す
る
取
り
決
め
は
、

一
九
五
四
年
八
月
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
取
り
決
め
が
発
効

し
た
の
は
同
年
一
一
月
で
あ
る

（
42
）

。
一
九
五
六
年
八
月
の
在
比
米
大

使
館
か
ら
本
省
に
宛
て
た
電
報
に
よ
る
と
、
こ
の
取
り
決
め
が
発

効
し
て
以
降
、
オ
ラ
ン
ダ
当
局
が
裁
判
権
を
行
使
し
た
事
例
は
な

い
と
い
う

（
43
）

。
ま
た
、
一
九
六
二
─
六
四
年
の
デ
ー
タ
を
「
表
２

　

オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
権
放
棄
の
状
況
」
に
示
し
た
。
こ
の
期
間
も
オ

ラ
ン
ダ
は
裁
判
権
を
ほ
と
ん
ど
行
使
し
て
い
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ
当

局
は
、
刑
事
裁
判
権
の
行
使
に
き
わ
め
て
慎
重
だ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

ア
メ
リ
カ
側
が
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
側
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
を
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
に
は
、
刑

事
裁
判
権
と
い
う
主
権
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
論
点
が
含
ま
れ

て
い
る
。
セ
ラ
ノ
は
、
一
一
月
二
一
日
の
第
二
回
会
談
で
、
大
統

領
お
よ
び
議
会
の
指
導
者
と
こ
の
問
題
を
協
議
し
た
旨
を
ボ
ー
レ

ン
に
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
は
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
と
あ
る
。
特
に
重

要
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
負
担
は
、
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
す
る

刑
事
裁
判
権
の
放
棄

刑
事
裁
判
権
の
放
棄
に
つ
い
て
、

ボ
ー
レ
ン
は
セ
ラ
ノ
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

方
式
で
は
な
く
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を

提
案
し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
に
比
べ
、

オ
ラ
ン
ダ
方
式
の
方
が
よ
り
現
実
的

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
い
る
。

ボ
ー
レ
ン
に
よ
れ
ば
、
米
兵
が
犯
す

罪
の
ほ
と
ん
ど
は
軽
微
な
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
軽
微
な
事
件
の
場
合
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
し
た
が
い
、

ア
メ
リ
カ
側
が
特
に
重
要
で
あ
る
と

し
て
、
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
す
る

の
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
軽

微
な
犯
罪
は
特
に
重
要
と
は
い
え
な

い
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
側
が
裁
判
権
を
放
棄
す
る
方
が

合
理
的
だ
と
い
う
。
こ
の
方
式
が
用

い
ら
れ
て
も
、
重
要
な
犯
罪
の
裁
判

権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
手
に
残
さ

表 2　オランダの裁判権放棄の状況
年 アメリカが裁判権の放棄を要請した件数 オランダが裁判権を放棄した件数 裁判権を放棄した割合

（出典）Korean Ministry of Foreign Affaris, Agreement Under Article IV of the Mutual Defense Treaty Between the Republic
of Korea and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in
the Republic of Korea--Explanation and Text--, Seoul, 1966, pp. 92-93, RG59[Entry A1 5419] Subject Files of the Office of
Korean Affairs, 1966-1974, Box 4, National Archives at College Park, MD.
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119
247
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100
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1962
1963
1964
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一
三
三
三
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六
四

と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
拘
泥
せ
ず
、
法
務
大
臣
、
ア
メ
リ
カ
の

上
級
司
令
官
、
お
よ
び
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
か

ら
な
る
合
同
委
員
会
で
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
。
同
委
員
会
が
最

終
的
な
決
定
権
を
有
す
る
。

セ
ラ
ノ
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
評
価
が
い

か
に
高
い
か
を
説
明
し
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
に
あ
っ
た
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
裁
判
所
が
一
方
的
に
公
務
犯
罪
を
決
定
す
る
の
で
は
な

く
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
を
加
え
た
三
者
で
決

定
す
る
と
の
案
で
あ
る
。
し
か
し
、
ボ
ー
レ
ン
は
こ
の
案
も
受
け

入
れ
な
か
っ
た
。
理
由
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
、
議
会
、
お
よ

び
世
論
は
、
受
入
国
の
手
だ
け
で
公
務
犯
罪
が
決
定
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

（
45
）

。
確
か
に

フ
ィ
リ
ピ
ン
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
が
い
か
に
公
平
で
あ
る
と
し

て
も
、
合
同
委
員
会
の
構
成
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
二
名
、
ア
メ
リ

カ
側
一
名
と
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
側
の
理
解
を
得
る
の
は
む
ず
か

し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

セ
ラ
ノ
案
に
関
連
し
て
、
セ
ラ
ノ
は
、
公
務
犯
罪
の
決
定
に
お

い
て
、
ア
メ
リ
カ
案
に
あ
る
外
交
レ
ベ
ル
で
の
協
議
を
フ
ィ
リ
ピ

ン
側
が
な
ぜ
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
か
を
説
明
し
て
い
る
。
協
議

と
な
る
と
、「
大
国
─
小
国
」
の
関
係
が
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
と

側
が
負
う
べ
き
で
、
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
側
が
負
う
べ
き
で

は
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
セ
ラ
ノ
の
考
え
で

は
、
主
権
の
喪
失
は
、
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
に
と
っ
て
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
は
論
理
的
な
も
の

と
と
ら
え
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
権
放
棄
の
仕
組
み
は
相
互

的
な
も
の
で
、
か
つ
、
特
に
重
要
か
を
決
定
す
る
負
担
は
裁
判
権

の
放
棄
を
要
請
す
る
国
が
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ

（
44
）

。

セ
ラ
ノ
方
式
の
提
示

公
務
犯
罪
の
決
定
権
に
つ
い
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
裁
判
所
が
最
終
的
に
決
定
す
る
と
の
案
を
提
示
し
た
。
こ
れ

に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
側
は
適
切
な
司
令
官
が
決
定
す
る
と
な
っ
て

い
る
。
裁
判
権
の
放
棄
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
を
、
ア
メ
リ
カ
側
は
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
主
張
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
主
張
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
。

こ
れ
を
打
開
す
べ
く
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
か
ら
い
く
つ
か
の
修
正
案

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
に
以
下
の
セ
ラ
ノ
方

式
が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
側
は
公
務
犯
罪
の
決
定
を
政
府
間
の
協
議
に
委
ね
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
裁
判
所
に
委
ね
た
い
と
主
張
し
て
い
る
。
双
方

（
一
三
三
四
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

六
五

こ
の
案
に
よ
っ
て
も
、
米
比
間
の
見
解
の
相
違
を
埋
め
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
六
月
一
六
日
、
セ
ラ
ノ
は
ボ
ー
レ
ン
に
、
ガ
ル

シ
ア
大
統
領
と
の
会
談
の
結
果
、
刑
事
裁
判
権
問
題
は
未
解
決
の

ま
ま
と
し
、
他
の
議
題
に
移
る
の
が
最
善
で
あ
る
と
思
う
、
と
述

べ
て
い
る
。
六
月
二
〇
日
、
国
務
省
は
ボ
ー
レ
ン
に
、
後
日
、
刑

事
裁
判
権
の
議
題
に
戻
る
こ
と
を
条
件
に
、
他
の
議
題
に
移
る
こ

と
を
許
可
し
た

（
48
）

。
こ
う
し
て
、
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
間
の
刑
事
裁

判
権
を
め
ぐ
る
交
渉
は
終
了
し
た
の
で
あ
っ
た

（
49
）

。

四
　
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
交
渉
（
一
九
六
五
年
）

一
九
六
五
年
に
な
ぜ
交
渉
は
妥
結
し
た
の
か

一
九
六
五
年
に
入
っ
て
早
々
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
交

渉
が
再
開
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
大
統
領
は
、
デ
ィ

オ
ス
ダ
ド
・
マ
カ
パ
ガ
ル
（D

iosdado M
acapagal

）
で
あ
っ
た
。

マ
カ
パ
ガ
ル
は
、
一
九
六
一
年
一
一
月
の
大
統
領
選
挙
で
、
ガ
ル

シ
ア
大
統
領
を
破
っ
て
当
選
し
た
。
マ
カ
パ
ガ
ル
の
下
、
外
務
大

臣
を
務
め
て
い
た
の
が
、
マ
ウ
ロ
・
メ
ン
デ
ス
（M

auro 
M

endez

）
で
あ
る
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
側
で
は
、
一
九
六
四
年

八
月
か
ら
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｍ
・
ブ
レ
ア
（W

illiam
 M

. B
lair, 

Jr.

）
が
駐
比
大
使
を
務
め
て
い
た
。
ブ
レ
ア
と
メ
ン
デ
ス
と
の

い
う
の
だ
。
ボ
ー
レ
ン
は
、
こ
の
考
え
を
全
面
的
に
拒
否
し
て
い

る
。
し
か
し
、
協
議
が
な
さ
れ
る
と
、
小
国
で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン

は
常
に
敗
北
し
て
き
た
と
い
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
軍
事
面
で

フ
ィ
リ
ピ
ン
が
ア
メ
リ
カ
に
従
属
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
米
比
軍

事
基
地
協
定
の
存
在
自
体
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

経
済
面
で
の
従
属
関
係
を
規
定
し
た
の
が
一
九
四
六
年
の
ベ
ル
通

商
法
で
あ
る
。
ベ
ル
通
商
法
を
改
正
し
た
ラ
ウ
レ
ル
・
ラ
ン
グ

レ
ー
協
定
で
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
小
国
の
悲
哀
を
味
わ
っ
た

（
46
）

。

こ
の
ラ
ウ
レ
ル
・
ラ
ン
グ
レ
ー
協
定
と
は
、
ベ
ル
通
商
法
の
著

し
い
不
平
等
を
改
定
す
る
た
め
、
一
九
五
五
年
九
月
に
米
比
間
で

締
結
さ
れ
た
新
通
商
協
定
で
あ
る
。
交
渉
者
の
名
前
に
ち
な
ん
で

こ
う
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は

政
治
、
経
済
、
社
会
面
で
か
な
り
の
自
主
性
を
回
復
す
る
こ
と
に

成
功
し
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
国
民
に
自
然
資
源

の
開
発
お
よ
び
公
共
事
業
に
お
け
る
内
国
民
待
遇
が
与
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
側
に
一
方
的
な
特

恵
的
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
か
ら
す
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
と
い
う
大
国
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
協
定
だ
っ
た
の
で

あ
る

（
47
）

。
以
上
の
よ
う
に
、
セ
ラ
ノ
方
式
が
提
案
さ
れ
た
も
の
の
、
結
局
、

（
一
三
三
五
）
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他
の
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と
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い
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、
国
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は
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、
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に
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も
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六
六

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
の
怒
り
が
爆
発
す
る
。
こ
れ
ら
の
銃
撃
事
件
で

は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
裁
判
所
で
米
兵
を
裁
け
な
い
こ
と
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民

は
憤
激
を
つ
の
ら
せ
た
。
そ
の
結
果
、
マ
ニ
ラ
の
ア
メ
リ
カ
大
使

館
前
で
は
、
大
規
模
な
抗
議
デ
モ
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
デ
モ
は
、
こ
れ
ま
で
で
も
っ
と
も
激
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。
ア
メ
リ
カ
側
と
し
て
も
、
交
渉
を
ま
と
め
ざ
る
を
え
な
い
圧

力
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
な
る

（
50
）

。

も
う
ひ
と
つ
は
、
一
九
六
五
年
が
大
統
領
選
挙
の
年
に
あ
た
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
マ
カ
パ
ガ
ル
大
統
領
は
再
選
を
め
ざ
し
て

い
た
。
刑
事
裁
判
権
条
項
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
を
「
売
り
」
に
、

選
挙
戦
に
臨
む
考
え
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
マ
カ
パ
ガ
ル
の

交
渉
戦
略
に
お
お
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
マ
カ
パ
ガ
ル
と
し

て
も
、
交
渉
の
失
敗
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ

側
に
無
理
難
題
を
押
し
つ
け
、
交
渉
が
失
敗
す
れ
ば
、
マ
カ
パ
ガ

ル
へ
の
批
判
が
高
ま
り
、
再
選
も
あ
や
う
く
な
っ
て
し
ま
う

（
51
）

。
こ

の
結
果
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
そ
の
主
張

を
か
た
く
な
に
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
妥
協
す
る
途
を
選
ば
ざ

る
を
え
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ア
メ
リ
カ
側
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
も

間
で
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
交
渉
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
九
五
六
年
、
お

よ
び
、
一
九
五
八
─
五
九
年
の
二
回
に
わ
た
る
交
渉
に
比
べ
る
と
、

議
論
ら
し
い
議
論
も
た
た
か
わ
さ
れ
ず
、
短
期
間
で
終
了
し
た
。

そ
の
要
因
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
、
裁
判
権
の
放
棄
に
関
し

て
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
の
ん
だ
こ
と
が
ま
ず
挙
げ

ら
れ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
こ
れ
ま
で
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
を
強
く

主
張
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
お
お
き
な
方
針
転
換
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
元
々
の
米
比
軍
事
基
地
協
定
で
は
、
基
地
外
で
の
公

務
犯
罪
の
決
定
権
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
も
取
り
下
げ
る
。
一
〇
回
に
わ
た
る
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス

交
渉
は
、
淡
々
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
十
年
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ

ら
れ
て
き
た
交
渉
が
、
な
ぜ
こ
う
も
あ
っ
さ
り
と
妥
結
し
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
ふ
た
つ
の
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

ひ
と
つ
は
、
十
年
と
い
う
期
間
が
あ
ま
り
に
も
長
す
ぎ
た
こ
と

で
あ
る
。
十
年
の
間
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
の
刑
事
裁
判
権
条
項
に

対
す
る
怒
り
は
く
す
ぶ
り
続
け
て
き
た
。
そ
れ
が
、
一
九
六
四
年

一
一
月
と
一
二
月
に
起
き
た
米
兵
に
よ
る
ふ
た
つ
の
銃
撃
事
件
で
、

（
一
三
三
六
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

六
七

い
た
。
コ
ー
ル
の
任
務
は
、「
射
撃
訓
練
中
、
立
ち
入
り
禁
止
区

域
に
侵
入
者
が
入
ら
な
い
よ
う
警
備
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
事

件
は
、
ク
ラ
ー
ク
空
軍
基
地
内
の
ク
ロ
ウ
・
バ
レ
ー
（C

row
 

V
alley

）
と
い
う
と
こ
ろ
で
起
き
る
。
ク
ロ
ウ
・
バ
レ
ー
は
、
比

空
軍
お
よ
び
米
空
軍
が
、
射
撃
訓
練
の
た
め
に
使
用
す
る
射
撃
場

で
あ
り
、
一
般
人
の
立
ち
入
り
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
住
民
は
、
生
活
の
資
に
あ
て
る
べ
く
、
く
ず
鉄
や

空
薬
莢
を
拾
い
集
め
る
た
め
立
入
禁
止
区
域
に
入
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

同
日
の
午
後
五
時
頃
、
コ
ー
ル
は
、
私
有
の
ラ
イ
フ
ル
を
所
持

し
て
野
鳥
狩
り
に
出
か
け
た
。
五
時
半
頃
、
立
ち
入
り
禁
止
区
域

に
数
人
が
入
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
と
、
コ
ー
ル
は
、
空
中
に

向
け
、
警
告
射
撃
を
お
こ
な
っ
た
。
す
る
と
、
侵
入
者
た
ち
は
、

雑
木
林
を
抜
け
、
近
く
の
川
の
方
に
逃
げ
て
い
っ
た
と
い
う
。

コ
ー
ル
は
さ
ら
に
三
発
発
射
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
狩
猟
を
開
始
し

た
と
さ
れ
る
。
同
日
午
後
七
時
頃
、
川
岸
近
く
の
小
さ
な
洞
窟
で
、

ロ
ゲ
リ
オ
・
バ
ラ
グ
タ
ス
（R

ogelio B
alagtas

）
一
六
歳
の
遺

体
が
み
つ
か
っ
た
。

バ
ラ
グ
タ
ス
の
遺
体
が
発
見
さ
れ
た
翌
朝
、
検
視
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。
死
因
は
、
頭
部
に
弾
丸
が
命
中
し
た
こ
と
に
よ
る

と
も
に
妥
協
し
、
交
渉
を
ま
と
め
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

こ
れ
が
、
比
較
的
短
期
間
に
、
そ
れ
も
、
お
お
き
な
波
乱
も
な
く

交
渉
が
妥
結
し
た
要
因
で
あ
る
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
側
が
、
刑
事

裁
判
権
条
項
の
改
正
に
真
剣
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

事
件
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

コ
ー
ル
事
件

一
九
六
四
年
一
一
月
、
ク
ラ
ー
ク
空
軍
基
地
で
、
ラ
リ
ー
・
Ｄ
・

コ
ー
ル
（L

arry D
. C

ole

）
一
等
空
兵
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
を

射
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
こ
の
事
件
は
、
コ
ー
ル
の
名

を
と
り
、
コ
ー
ル
事
件
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
翌
一
二
月

に
は
、
ジ
ェ
シ
ー
・
Ａ
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
（Jesse A

. E
dw

ards

）

伍
長
お
よ
び
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｂ
・
ト
ー
マ
ス
（Jam

es B
. 

T
hom

as

）
兵
長
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
ゴ
ン
ザ
ロ
・
ヴ
ィ
レ
ド

（G
onzalo V

illedo

）
を
殺
害
す
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
ち
ら

は
、
被
害
者
の
名
を
と
り
、
ヴ
ィ
レ
ド
事
件
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
一
一
月
に
起
き
た
コ
ー
ル
事
件
が
特
に
お
お
き
な
注

目
を
あ
つ
め
た
の
で
、
こ
の
事
件
を
紹
介
し
て
お
き
た
い

（
52
）

。

一
一
月
二
五
日
、
コ
ー
ル
一
等
空
兵
は
、
ク
ラ
ー
ク
空
軍
基
地

で
、
午
前
五
時
か
ら
午
後
三
時
半
ま
で
、
警
備
の
任
務
に
つ
い
て

（
一
三
三
七
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

六
七

い
た
。
コ
ー
ル
の
任
務
は
、「
射
撃
訓
練
中
、
立
ち
入
り
禁
止
区

域
に
侵
入
者
が
入
ら
な
い
よ
う
警
備
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
事

件
は
、
ク
ラ
ー
ク
空
軍
基
地
内
の
ク
ロ
ウ
・
バ
レ
ー
（C

row
 

V
alley

）
と
い
う
と
こ
ろ
で
起
き
る
。
ク
ロ
ウ
・
バ
レ
ー
は
、
比

空
軍
お
よ
び
米
空
軍
が
、
射
撃
訓
練
の
た
め
に
使
用
す
る
射
撃
場

で
あ
り
、
一
般
人
の
立
ち
入
り
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
住
民
は
、
生
活
の
資
に
あ
て
る
べ
く
、
く
ず
鉄
や

空
薬
莢
を
拾
い
集
め
る
た
め
立
入
禁
止
区
域
に
入
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

同
日
の
午
後
五
時
頃
、
コ
ー
ル
は
、
私
有
の
ラ
イ
フ
ル
を
所
持

し
て
野
鳥
狩
り
に
出
か
け
た
。
五
時
半
頃
、
立
ち
入
り
禁
止
区
域

に
数
人
が
入
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
と
、
コ
ー
ル
は
、
空
中
に

向
け
、
警
告
射
撃
を
お
こ
な
っ
た
。
す
る
と
、
侵
入
者
た
ち
は
、

雑
木
林
を
抜
け
、
近
く
の
川
の
方
に
逃
げ
て
い
っ
た
と
い
う
。

コ
ー
ル
は
さ
ら
に
三
発
発
射
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
狩
猟
を
開
始
し

た
と
さ
れ
る
。
同
日
午
後
七
時
頃
、
川
岸
近
く
の
小
さ
な
洞
窟
で
、

ロ
ゲ
リ
オ
・
バ
ラ
グ
タ
ス
（R

ogelio B
alagtas

）
一
六
歳
の
遺

体
が
み
つ
か
っ
た
。

バ
ラ
グ
タ
ス
の
遺
体
が
発
見
さ
れ
た
翌
朝
、
検
視
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。
死
因
は
、
頭
部
に
弾
丸
が
命
中
し
た
こ
と
に
よ
る

と
も
に
妥
協
し
、
交
渉
を
ま
と
め
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

こ
れ
が
、
比
較
的
短
期
間
に
、
そ
れ
も
、
お
お
き
な
波
乱
も
な
く

交
渉
が
妥
結
し
た
要
因
で
あ
る
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
側
が
、
刑
事

裁
判
権
条
項
の
改
正
に
真
剣
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

事
件
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

コ
ー
ル
事
件

一
九
六
四
年
一
一
月
、
ク
ラ
ー
ク
空
軍
基
地
で
、
ラ
リ
ー
・
Ｄ
・

コ
ー
ル
（L

arry D
. C

ole

）
一
等
空
兵
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
を

射
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
こ
の
事
件
は
、
コ
ー
ル
の
名

を
と
り
、
コ
ー
ル
事
件
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
翌
一
二
月

に
は
、
ジ
ェ
シ
ー
・
Ａ
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
（Jesse A

. E
dw

ards

）

伍
長
お
よ
び
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｂ
・
ト
ー
マ
ス
（Jam

es B
. 

T
hom

as

）
兵
長
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
ゴ
ン
ザ
ロ
・
ヴ
ィ
レ
ド

（G
onzalo V

illedo

）
を
殺
害
す
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
ち
ら

は
、
被
害
者
の
名
を
と
り
、
ヴ
ィ
レ
ド
事
件
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
一
一
月
に
起
き
た
コ
ー
ル
事
件
が
特
に
お
お
き
な
注

目
を
あ
つ
め
た
の
で
、
こ
の
事
件
を
紹
介
し
て
お
き
た
い

（
52
）

。

一
一
月
二
五
日
、
コ
ー
ル
一
等
空
兵
は
、
ク
ラ
ー
ク
空
軍
基
地

で
、
午
前
五
時
か
ら
午
後
三
時
半
ま
で
、
警
備
の
任
務
に
つ
い
て

（
一
三
三
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

六
八

軍
法
会
議
は
、
コ
ー
ル
の
有
罪
を
認
定
し
、
懲
役
三
年
の
判
決

を
く
だ
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
は
、
軍
法
会
議
の
手
続
き
、
お

よ
び
、
そ
の
く
だ
し
た
判
決
に
満
足
し
た
と
い
う
。
そ
の
背
景
に
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
の
公
式
の
代
表
者
と
し
て
検
事
総
長
、
上
院
議

員
、
お
よ
び
、
州
知
事
が
裁
判
を
傍
聴
で
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
米
軍
と
し
て
も
、
公
正
な
裁
判
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

さ
て
、
コ
ー
ル
事
件
は
何
が
問
題
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
米
比

軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
に
よ
れ
ば
、
米
軍
基
地
内
で
の
米
軍
兵

士
の
犯
罪
は
、
公
務
中
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
者

が
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
側
に
裁
判
権

が
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
が
憤
激
す
る
要
因
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
裁
判
権
が
な
い
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、

刑
事
裁
判
権
条
項
の
改
正
を
求
め
る
声
が
さ
ら
に
高
ま
っ
た
と
い

え
る

（
53
）

。
こ
れ
が
米
比
双
方
に
と
っ
て
同
条
項
の
改
正
を
う
な
が
す

圧
力
と
な
っ
て
く
る
。
つ
ぎ
に
、
一
九
六
五
年
の
米
比
交
渉
に
目

を
転
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

シ
ョ
ッ
ク
死
で
あ
っ
た
。
弾
丸
は
米
軍
に
提
出
さ
れ
、
コ
ー
ル
が

使
用
し
て
い
た
銃
か
ら
発
射
さ
れ
た
も
の
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。

事
件
か
ら
六
日
後
、
犠
牲
者
の
父
親
は
、
息
子
の
死
に
対
す
る
補

償
金
と
し
て
、
三
一
五
〇
ペ
ソ
（
七
八
七
ド
ル
）
を
受
け
取
っ
た
。

空
軍
は
、
コ
ー
ル
を
謀
殺
罪
で
起
訴
す
る
手
続
き
を
は
じ
め
る
。

と
こ
ろ
が
、
事
件
か
ら
四
五
日
経
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
新
聞
が
、

コ
ー
ル
は
、
バ
ラ
グ
タ
ス
の
殺
害
時
、
公
務
中
で
は
な
く
、
私
的

な
狩
猟
中
で
あ
っ
た
と
報
じ
た
。
こ
の
結
果
、
コ
ー
ル
に
対
す
る

裁
判
権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
行
使
す
べ
き
だ
、
と
新
聞
お
よ
び

国
民
が
騒
ぎ
始
め
る
の
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
二
月
二
三
日
、
コ
ー
ル
の
軍
法
会
議
が
始
ま
っ
た
。

コ
ー
ル
は
、
故
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
た
。
軍
法
会
議
で
、
コ
ー

ル
は
無
罪
を
主
張
し
て
い
る
。
軍
法
会
議
の
焦
点
は
、
コ
ー
ル
が

発
砲
し
た
際
、
被
害
者
を
狙
っ
て
撃
っ
た
の
か
否
か
で
あ
っ
た
。

コ
ー
ル
は
、
侵
入
者
集
団
の
方
向
に
警
告
射
撃
を
し
た
と
主
張
し

て
い
る
。
ま
た
、
コ
ー
ル
は
、
人
を
殺
害
し
た
り
、
あ
る
い
は
、

傷
つ
け
た
り
す
る
意
図
で
銃
を
発
射
し
た
の
で
は
な
く
、
被
害
者

が
倒
れ
る
場
面
も
見
て
い
な
い
、
と
供
述
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
人

の
証
人
二
名
は
、
コ
ー
ル
の
供
述
と
は
異
な
り
、
発
砲
す
る
際
、

コ
ー
ル
は
侵
入
者
に
狙
い
を
つ
け
て
い
た
と
証
言
し
て
い
る
。

（
一
三
三
八
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

六
九

と
っ
て
不
利
な
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪

の
決
定
権
で
あ
る

（
55
）

。
米
比
軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
に
よ
れ
ば
、

基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
最
終
的
な
決
定
権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

法
務
大
臣
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ

カ
側
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
実
践
例
に
し
た
が
い
、
米
軍
が
発
給

す
る
公
務
証
明
書
に
よ
っ
て
公
務
犯
罪
が
決
定
さ
れ
る
方
式
を
望

ん
だ
の
で
あ
る

（
56
）

。

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
と
っ
て
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権

が
、
ア
メ
リ
カ
と
の
交
渉
に
お
け
る
最
大
の
武
器
と
考
え
ら
れ
た
。

そ
の
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
外
務
省
は
、
交
渉
を
再
開
し
て
以
来
、

一
九
五
六
年
交
渉
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
代
表
の
ペ
ラ
エ
ス
、
お
よ
び
、

一
九
五
八
─
五
九
年
交
渉
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
代
表
の
セ
ラ
ノ
か
ら

つ
ぎ
の
よ
う
な
助
言
を
受
け
て
い
る
。
現
行
の
取
り
決
め
で
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
最
終
的
な
公
務
犯
罪
の
決
定
権
が
与
え
ら
れ
て

お
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
は
こ
の
点
を
断
念
し
て
は
な
ら
な
い

（
57
）

。

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
と
し
て
も
、
こ
こ
が
勝
負
の
し
ど
こ
ろ
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

二
月
四
日
の
第
三
回
会
談
で
、
本
省
か
ら
ブ
レ
ア
に
、「
ド
イ

ツ
に
駐
留
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
に
関
す
る
諸
協
定
」（
ド
イ

ツ
補
足
協
定
）
第
一
八
条
に
な
ら
っ
た
合
意
議
事
録
案
を
フ
ィ
リ

公
務
犯
罪
の
決
定
権

第
一
回
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
会
談
が
開
か
れ
た
の
は
、

一
九
六
五
年
一
月
五
日
で
あ
る
。
ま
ず
、
両
者
は
、
交
渉
に
お
け

る
最
大
の
問
題
が
刑
事
裁
判
権
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の

会
談
を
本
省
に
報
告
し
た
ブ
レ
ア
の
電
報
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
側
は
早
期
に
合
意
に
達
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
っ

た
と
い
う
。
ま
た
、
裁
判
権
の
放
棄
に
関
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式

に
沿
っ
て
交
渉
が
ま
と
ま
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
も
報
告
し
て
い

る
。
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
六
五
年
は
大
統
領
選
挙
の
年
に
あ
た

り
、
新
た
な
基
地
協
定
が
締
結
さ
れ
れ
ば
、
大
統
領
選
に
と
っ
て

有
利
に
働
く
と
大
統
領
は
踏
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
が
ブ
レ
ア
の

見
方
で
あ
っ
た

（
54
）

。

本
省
か
ら
ブ
レ
ア
へ
の
訓
令
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
刑
事
裁
判
権
の
仕
組
み
、
お
よ
び
、

オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
望
む
、
と
あ
っ
た
。
前
者

は
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
よ
う
に
基
地
の
内
か
外
か
を
も
と
に

刑
事
裁
判
権
を
振
り
分
け
る
の
で
は
な
く
、
犯
罪
の
状
況
に
応
じ

て
刑
事
裁
判
権
の
帰
属
を
決
め
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
側
が
米
兵
に
対
す
る
裁
判
権
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
が
採
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
に

（
一
三
三
九
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

六
九

と
っ
て
不
利
な
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪

の
決
定
権
で
あ
る

（
55
）

。
米
比
軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
に
よ
れ
ば
、

基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
最
終
的
な
決
定
権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

法
務
大
臣
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ

カ
側
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
実
践
例
に
し
た
が
い
、
米
軍
が
発
給

す
る
公
務
証
明
書
に
よ
っ
て
公
務
犯
罪
が
決
定
さ
れ
る
方
式
を
望

ん
だ
の
で
あ
る

（
56
）

。

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
と
っ
て
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権

が
、
ア
メ
リ
カ
と
の
交
渉
に
お
け
る
最
大
の
武
器
と
考
え
ら
れ
た
。

そ
の
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
外
務
省
は
、
交
渉
を
再
開
し
て
以
来
、

一
九
五
六
年
交
渉
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
代
表
の
ペ
ラ
エ
ス
、
お
よ
び
、

一
九
五
八
─
五
九
年
交
渉
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
代
表
の
セ
ラ
ノ
か
ら

つ
ぎ
の
よ
う
な
助
言
を
受
け
て
い
る
。
現
行
の
取
り
決
め
で
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
最
終
的
な
公
務
犯
罪
の
決
定
権
が
与
え
ら
れ
て

お
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
は
こ
の
点
を
断
念
し
て
は
な
ら
な
い

（
57
）

。

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
と
し
て
も
、
こ
こ
が
勝
負
の
し
ど
こ
ろ
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

二
月
四
日
の
第
三
回
会
談
で
、
本
省
か
ら
ブ
レ
ア
に
、「
ド
イ

ツ
に
駐
留
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
に
関
す
る
諸
協
定
」（
ド
イ

ツ
補
足
協
定
）
第
一
八
条
に
な
ら
っ
た
合
意
議
事
録
案
を
フ
ィ
リ

公
務
犯
罪
の
決
定
権

第
一
回
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
会
談
が
開
か
れ
た
の
は
、

一
九
六
五
年
一
月
五
日
で
あ
る
。
ま
ず
、
両
者
は
、
交
渉
に
お
け

る
最
大
の
問
題
が
刑
事
裁
判
権
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の

会
談
を
本
省
に
報
告
し
た
ブ
レ
ア
の
電
報
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
側
は
早
期
に
合
意
に
達
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
っ

た
と
い
う
。
ま
た
、
裁
判
権
の
放
棄
に
関
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式

に
沿
っ
て
交
渉
が
ま
と
ま
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
も
報
告
し
て
い

る
。
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
六
五
年
は
大
統
領
選
挙
の
年
に
あ
た

り
、
新
た
な
基
地
協
定
が
締
結
さ
れ
れ
ば
、
大
統
領
選
に
と
っ
て

有
利
に
働
く
と
大
統
領
は
踏
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
が
ブ
レ
ア
の

見
方
で
あ
っ
た

（
54
）

。

本
省
か
ら
ブ
レ
ア
へ
の
訓
令
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
刑
事
裁
判
権
の
仕
組
み
、
お
よ
び
、

オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
望
む
、
と
あ
っ
た
。
前
者

は
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
よ
う
に
基
地
の
内
か
外
か
を
も
と
に

刑
事
裁
判
権
を
振
り
分
け
る
の
で
は
な
く
、
犯
罪
の
状
況
に
応
じ

て
刑
事
裁
判
権
の
帰
属
を
決
め
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
側
が
米
兵
に
対
す
る
裁
判
権
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
が
採
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
に

（
一
三
三
九
）
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七
〇

証
明
書
の
効
力
が
若
干
弱
め
ら
れ
て
い
る
。
代
替
案
で
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
当
局
は
、
ア
メ
リ
カ
当
局
の
公
務
証
明
書
を
「
尊
重
す

る
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
た
だ
し
、
公
務
証
明
書
を
再
審
査

の
対
象
に
で
き
る
点
に
変
わ
り
は
な
い

（
60
）

。

三
月
五
日
の
第
六
回
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
会
談
で
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
側
は
、
ア
メ
リ
カ
案
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
対
案
を
提
示

し
た
。
公
務
証
明
書
の
問
題
を
再
検
討
す
る
た
め
、
あ
ら
た
に

「
合
同
委
員
会
」
を
も
う
け
る
、
あ
る
い
は
、
一
九
五
八
年
五
月

に
設
置
さ
れ
た
「
相
互
防
衛
委
員
会
」
の
機
能
を
拡
大
す
る
と
の

案
で
あ
る
。
こ
の
案
は
、
両
国
間
で
、
今
後
、
検
討
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た

（
61
）

。

公
務
犯
罪
の
決
定
権
、
と
り
わ
け
、
公
務
証
明
書
の
効
力
に
つ

い
て
、
三
月
一
七
日
の
第
七
回
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
会
談
で
決
着

が
つ
く
こ
と
に
な
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
公
務
犯
罪
の
決
定
に

つ
い
て
米
比
間
で
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
、
相
互
防
衛
委
員
会

に
そ
の
件
を
付
託
す
る
案
を
す
で
に
提
示
し
て
い
た
。
こ
れ
に
、

「
こ
の
点
に
関
す
る
相
互
防
衛
委
員
会
の
決
定
は
、
最
終
的
か
つ

終
局
的
な
も
の
と
す
る
。」
と
の
文
言
を
追
加
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、「
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の

法
務
大
臣
が
、
状
況
に
応
じ
て
、
公
務
証
明
書
を
議
論
す
る
必
要

ピ
ン
側
に
提
示
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た

（
58
）

。
同
第
一
八
条
と
は
以

下
で
あ
る
。

１
　
軍
隊
の
構
成
員
又
は
軍
属
に
対
す
る
刑
事
訴
訟
手
続
で
、

犯
行
が
公
務
遂
行
中
の
作
為
又
は
不
作
為
に
よ
っ
て
生
じ
た

も
の
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
そ
の
決
定

は
当
該
派
遣
国
の
法
律
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
派
遣
国
の
所

轄
最
高
当
局
は
、
事
件
を
扱
う
ド
イ
ツ
裁
判
所
又
は
当
局
に

対
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
又
は
当
局
は
、
そ
の
証
明
書
に
も
と

づ
い
て
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
証
明
書
は
、

例
外
的
な
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
又
は
当
局
の
要
請

に
よ
り
、
連
邦
政
府
と
連
邦
共
和
国
に
駐
在
す
る
派
遣
国
の

外
交
使
節
の
間
で
の
討
議
を
通
し
て
再
審
査
の
対
象
と
す
る

こ
と
が
で
き
る

（
59
）

。

合
意
議
事
録
案
は
、
右
の
ド
イ
ツ
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
置
き
換
え

た
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
案
に
よ
れ
ば
、
公
務
証
明

書
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判
所
を
拘
束
す
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ

し
、
公
務
証
明
書
は
最
終
的
な
も
の
で
は
な
く
、
再
審
査
の
対
象

に
で
き
る
。
こ
れ
に
は
代
替
案
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
る
と
公
務

（
一
三
四
〇
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

七
一

刑
事
裁
判
権
の
放
棄

刑
事
裁
判
権
の
放
棄
に
つ
い
て
、
ア

メ
リ
カ
側
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
提
案

し
て
い
た
。
問
題
は
、
日
米
間
の
刑
事

裁
判
権
放
棄
密
約
の
存
在
で
あ
る
。
す

で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
刑
事
裁

判
権
の
条
項
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協

定
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
た
か
ら
だ
。

ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
、
公
表
さ
れ
て
い

る
日
米
間
の
取
り
決
め
よ
り
も
、
オ
ラ

ン
ダ
方
式
の
方
が
有
利
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
日
米
間
で
オ
ラ
ン
ダ
方
式
は
公
に

は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
お
お

く
の
犯
罪
で
日
本
が
裁
判
権
を
放
棄
し

て
い
る
デ
ー
タ
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
提

示
で
き
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
用
い

る
こ
と
の
説
得
力
が
増
す
と
考
え
ら
れ

た
（
65
）

。一
月
一
二
日
に
開
か
れ
た
第
二
回
ブ

レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
会
談
で
、
フ
ィ
リ
ピ

が
あ
る
と
考
え
る
事
件
で
は
、
適
切
な
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
当
局
と

ア
メ
リ
カ
の
外
交
使
節
と
の
間
で
の
討
議
を
通
じ
て
、
再
検
討
の

主
題
と
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
い
う
対
案
を
提
示
し
て
い
る
。

前
案
と
の
違
い
は
、
公
務
証
明
書
を
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と
判

断
す
る
の
は
だ
れ
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
で
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判
所
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
案

で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
と
な
っ
て
い
る
。
米
比
軍
事
基

地
協
定
で
は
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権
が
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
法
務
大
臣
に
あ
っ
た
。
そ
の
役
割
を
変
更
す
る
と
の
案
に
し
た

の
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
も
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
に
関
す
る

規
定
の
大
幅
な
変
更
で
は
な
く
、
法
務
大
臣
の
役
割
の
変
更
に
し

か
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
案
に
同
意
し
た

（
62
）

。

こ
う
し
て
、
公
務
証
明
書
の
効
力
は
、
ア
メ
リ
カ
の
同
意
な
く

し
て
、
外
国
の
当
局
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
の
ア
メ

リ
カ
側
の
原
則
が
貫
か
れ
た
の
で
あ
る

（
63
）

。
公
務
証
明
書
の
効
力
に

つ
い
て
は
、
四
月
二
九
日
の
第
一
〇
回
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
会
談

で
、
代
替
案
に
あ
っ
た
「
同
証
明
書
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
当
局
に

よ
っ
て
尊
重
さ
れ
る
」
と
の
文
言
で
決
着
し
た

（
64
）

。

表 3　日本の裁判権放棄の状況

期間
アメリカが裁判権の放棄を要請
した件数

日本が裁判権を放棄した件数 裁判権を放棄した割合

1960年12月1日～1961年11月30日
1961年12月1日～1962年11月30日
1962年12月1日～1963年11月30日

（出典）"Telegram From the Department of State to the Embassy in the Philippines, No. 1050, January 13, 1965"(Confidential), RG59
Subject-Numeric File, 1964-1966, Box 1689, National Archives at College Park, MD.

2352
2596
2747

2188
2339
2448

93.02
90.10
89.11

（
一
三
四
一
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

七
一

刑
事
裁
判
権
の
放
棄

刑
事
裁
判
権
の
放
棄
に
つ
い
て
、
ア

メ
リ
カ
側
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
提
案

し
て
い
た
。
問
題
は
、
日
米
間
の
刑
事

裁
判
権
放
棄
密
約
の
存
在
で
あ
る
。
す

で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
刑
事
裁

判
権
の
条
項
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協

定
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
た
か
ら
だ
。

ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
、
公
表
さ
れ
て
い

る
日
米
間
の
取
り
決
め
よ
り
も
、
オ
ラ

ン
ダ
方
式
の
方
が
有
利
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
日
米
間
で
オ
ラ
ン
ダ
方
式
は
公
に

は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
お
お

く
の
犯
罪
で
日
本
が
裁
判
権
を
放
棄
し

て
い
る
デ
ー
タ
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
提

示
で
き
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
用
い

る
こ
と
の
説
得
力
が
増
す
と
考
え
ら
れ

た
（
65
）

。一
月
一
二
日
に
開
か
れ
た
第
二
回
ブ

レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
会
談
で
、
フ
ィ
リ
ピ

が
あ
る
と
考
え
る
事
件
で
は
、
適
切
な
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
当
局
と

ア
メ
リ
カ
の
外
交
使
節
と
の
間
で
の
討
議
を
通
じ
て
、
再
検
討
の

主
題
と
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
い
う
対
案
を
提
示
し
て
い
る
。

前
案
と
の
違
い
は
、
公
務
証
明
書
を
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と
判

断
す
る
の
は
だ
れ
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
で
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判
所
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
案

で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
と
な
っ
て
い
る
。
米
比
軍
事
基

地
協
定
で
は
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権
が
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
法
務
大
臣
に
あ
っ
た
。
そ
の
役
割
を
変
更
す
る
と
の
案
に
し
た

の
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
も
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
に
関
す
る

規
定
の
大
幅
な
変
更
で
は
な
く
、
法
務
大
臣
の
役
割
の
変
更
に
し

か
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
案
に
同
意
し
た

（
62
）

。

こ
う
し
て
、
公
務
証
明
書
の
効
力
は
、
ア
メ
リ
カ
の
同
意
な
く

し
て
、
外
国
の
当
局
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
の
ア
メ

リ
カ
側
の
原
則
が
貫
か
れ
た
の
で
あ
る

（
63
）

。
公
務
証
明
書
の
効
力
に

つ
い
て
は
、
四
月
二
九
日
の
第
一
〇
回
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
会
談

で
、
代
替
案
に
あ
っ
た
「
同
証
明
書
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
当
局
に

よ
っ
て
尊
重
さ
れ
る
」
と
の
文
言
で
決
着
し
た

（
64
）

。

表 3　日本の裁判権放棄の状況

期間
アメリカが裁判権の放棄を要請
した件数

日本が裁判権を放棄した件数 裁判権を放棄した割合

1960年12月1日～1961年11月30日
1961年12月1日～1962年11月30日
1962年12月1日～1963年11月30日

（出典）"Telegram From the Department of State to the Embassy in the Philippines, No. 1050, January 13, 1965"(Confidential), RG59
Subject-Numeric File, 1964-1966, Box 1689, National Archives at College Park, MD.

2352
2596
2747

2188
2339
2448

93.02
90.10
89.11

（
一
三
四
一
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

七
二

こ
の
会
談
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
だ
け
が
裁
判

権
を
放
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場
合
に
は
、

相
互
に
裁
判
権
を
放
棄
す
る
方
式
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
。
こ

う
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
側
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
事
件
の
場

合
、
今
度
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
ア
メ
リ
カ
側
に
裁
判
権
の
放
棄

を
要
請
で
き
る
か
ら
だ

（
69
）

。

こ
れ
以
降
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
裁
判
権
放
棄
の
問
題
に
積
極

的
に
切
り
込
ん
で
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ブ
レ
ア
は
、
三
月
七

日
の
第
六
回
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
会
談
に
つ
い
て
の
電
報
で
、
こ

う
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
対
応
を
訝
し
く
感
じ
て
い
る
と
本
省
に

報
告
し
て
い
る

（
70
）

。

裁
判
権
の
放
棄
を
め
ぐ
る
交
渉
の
経
緯
は
、
公
開
さ
れ
て
い
る

交
渉
の
記
録
か
ら
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、

最
終
的
な
合
意
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

つ
ぎ
に
、
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
合
意
内
容
を
概
観
し
よ
う
。

合
意
内
容

米
比
軍
事
基
地
協
定
第
一
三
条
を
改
正
す
る
合
意
は
、

一
九
六
五
年
八
月
一
〇
日
に
調
印
さ
れ
、
即
日
、
発
効
し
た
。
合

意
は
、
改
正
本
文
に
加
え
、
公
式
合
意
議
事
録
（A

greed 

ン
側
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
と
日
米
間
の
取
り
決
め
に
違
い
が
あ
る

の
か
を
訊
ね
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
文
言

は
異
な
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
同
じ
だ
と
答
え
て
い
る

（
66
）

。
そ
の

後
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
示
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、「
表
３

　

日
本
の
裁
判
権
放
棄
の
状
況
」
に
示
し
た
数
値
で
あ
る

（
67
）

。
こ
の
表

に
よ
れ
ば
、
一
九
六
一
年
か
ら
六
三
年
の
三
年
間
で
、
日
本
の
裁

判
権
放
棄
率
は
約
九
〇
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
刑
事
裁
判
権
放
棄

密
約
で
あ
る
日
本
側
の
一
方
的
陳
述
に
は
、「
実
質
的
に
重
要
」

（
オ
ラ
ン
ダ
方
式
の
文
言
は
、「
特
に
重
要
」）
な
事
件
を
除
き
、

裁
判
権
を
行
使
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
あ
っ
た
。
こ
の
表
３
か
ら
、

日
本
が
「
実
質
的
に
重
要
」
だ
と
し
て
裁
判
権
を
行
使
し
た
例
は
、

わ
ず
か
一
〇
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
で
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
も
、
日
本
が
裁
判
権
を
ほ
と
ん
ど
行
使
し
て
い
な

い
実
態
を
知
る
の
で
あ
る
。

二
月
四
日
の
第
三
回
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
会
談
で
、
ア
メ
リ
カ

案
が
提
示
さ
れ
た
。
同
案
に
よ
る
と
、
裁
判
権
放
棄
に
関
す
る
協

定
案
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

合
意
議
事
録
案
の
方
で
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る

（
68
）

。

つ
ま
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場
合
を
除
き
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
米
兵
に
対
す
る
裁
判
権
を
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、

（
一
三
四
二
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

七
三

リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
の
適
切
な
官
権
と
ア
メ
リ
カ
の
外
交
使
節

と
の
間
で
の
協
議
を
通
し
て
、
公
務
証
明
書
を
再
検
討
の
主
題

と
す
る
も
の
と
す
る

（
71
）

。

交
渉
の
経
緯
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
米
軍
側
が
発
給
し
た
公

務
証
明
書
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
に
よ
っ
て
「
尊
重
さ
れ
る
」
こ

と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
証
明
書
に
疑
義
が
あ
る
場
合
、

再
検
討
の
主
題
と
さ
れ
る
。
再
検
討
で
も
決
着
し
な
い
場
合
は
ど

う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
新
協
定
に
署
名
さ
れ
た
八

月
一
〇
日
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
外
務
省
が
発
表
し
た
プ
レ
ス
・
リ

リ
ー
ス
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
は
、

要
請
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
証
明
書
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
フ
ィ
リ

ピ
ン
に
保
証
す
る
。
た
だ
、
当
該
問
題
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
法
お

よ
び
規
則
の
解
釈
が
含
ま
れ
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
同
意
な
し
に

証
明
書
は
変
更
さ
れ
な
い
」
と
の
ア
メ
リ
カ
側
の
考
え
が
記
さ
れ

て
い
る

（
72
）

。
結
局
、
運
用
上
は
、
公
務
証
明
書
は
最
終
的
な
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
裁
判
権
放
棄
に
関
し
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式

が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
念
の
た
め
、
以
下

に
、
公
式
合
意
議
事
録
第
三
項
を
記
し
て
お
く
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
当
局
は
、
米
軍
法
に
服
す
る
構
成
員

O
ffi

cial M
inutes

）
お
よ
び
合
意
さ
れ
た
実
施
取
極
（A

greed 
Im

plem
enting A

rrangem
ents

）
か
ら
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
改
正
本
文
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権

の
仕
組
み
を
踏
襲
し
て
い
る
。
専
属
的
裁
判
権
、
裁
判
権
が
競
合

す
る
場
合
の
基
準
、
裁
判
権
放
棄
の
規
定
、
い
ず
れ
も
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

軍
地
位
協
定
に
な
ら
っ
て
い
る
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
は
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
は
だ
れ
に
あ

る
の
か
、
と
り
わ
け
、
公
務
証
明
書
の
扱
い
に
触
れ
て
い
な
い
こ

と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
点
、
公
式
合
意
議
事
録
第
三
項
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

申
し
立
て
ら
れ
た
犯
罪
が
、
公
務
の
執
行
に
よ
る
故
意
ま
た

は
過
失
か
ら
生
じ
た
か
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
法

務
責
任
将
校
（S

taff L
egal O

ffi
cer

）
ま
た
は
上
級
法
務
官

（S
taff Judge A

dvocate

）
の
助
言
の
も
と
、
被
疑
者
の
司
令

官
ま
た
は
そ
の
代
理
者
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
証
明
書
は
、
関

連
の
市
ま
た
は
州
の
検
察
官
に
迅
速
に
通
知
さ
れ
、
同
証
明
書

は
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
法
務
大
臣
が
、
一
定
の
状
況
下
で
、

公
務
証
明
書
に
つ
い
て
協
議
が
必
要
と
考
え
る
事
件
の
場
合
に

は
、
検
察
官
が
証
明
書
を
受
領
し
て
か
ら
十
日
以
内
に
、
フ
ィ

（
一
三
四
三
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

七
三

リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
の
適
切
な
官
権
と
ア
メ
リ
カ
の
外
交
使
節

と
の
間
で
の
協
議
を
通
し
て
、
公
務
証
明
書
を
再
検
討
の
主
題

と
す
る
も
の
と
す
る

（
71
）

。

交
渉
の
経
緯
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
米
軍
側
が
発
給
し
た
公

務
証
明
書
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
に
よ
っ
て
「
尊
重
さ
れ
る
」
こ

と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
証
明
書
に
疑
義
が
あ
る
場
合
、

再
検
討
の
主
題
と
さ
れ
る
。
再
検
討
で
も
決
着
し
な
い
場
合
は
ど

う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
新
協
定
に
署
名
さ
れ
た
八

月
一
〇
日
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
外
務
省
が
発
表
し
た
プ
レ
ス
・
リ

リ
ー
ス
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
は
、

要
請
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
証
明
書
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
フ
ィ
リ

ピ
ン
に
保
証
す
る
。
た
だ
、
当
該
問
題
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
法
お

よ
び
規
則
の
解
釈
が
含
ま
れ
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
同
意
な
し
に

証
明
書
は
変
更
さ
れ
な
い
」
と
の
ア
メ
リ
カ
側
の
考
え
が
記
さ
れ

て
い
る

（
72
）

。
結
局
、
運
用
上
は
、
公
務
証
明
書
は
最
終
的
な
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
裁
判
権
放
棄
に
関
し
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式

が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
念
の
た
め
、
以
下

に
、
公
式
合
意
議
事
録
第
三
項
を
記
し
て
お
く
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
当
局
は
、
米
軍
法
に
服
す
る
構
成
員

O
ffi

cial M
inutes

）
お
よ
び
合
意
さ
れ
た
実
施
取
極
（A

greed 
Im

plem
enting A

rrangem
ents

）
か
ら
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
改
正
本
文
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権

の
仕
組
み
を
踏
襲
し
て
い
る
。
専
属
的
裁
判
権
、
裁
判
権
が
競
合

す
る
場
合
の
基
準
、
裁
判
権
放
棄
の
規
定
、
い
ず
れ
も
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

軍
地
位
協
定
に
な
ら
っ
て
い
る
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
は
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
は
だ
れ
に
あ

る
の
か
、
と
り
わ
け
、
公
務
証
明
書
の
扱
い
に
触
れ
て
い
な
い
こ

と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
点
、
公
式
合
意
議
事
録
第
三
項
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

申
し
立
て
ら
れ
た
犯
罪
が
、
公
務
の
執
行
に
よ
る
故
意
ま
た

は
過
失
か
ら
生
じ
た
か
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
法

務
責
任
将
校
（S

taff L
egal O

ffi
cer

）
ま
た
は
上
級
法
務
官

（S
taff Judge A

dvocate

）
の
助
言
の
も
と
、
被
疑
者
の
司
令

官
ま
た
は
そ
の
代
理
者
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
証
明
書
は
、
関

連
の
市
ま
た
は
州
の
検
察
官
に
迅
速
に
通
知
さ
れ
、
同
証
明
書

は
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
法
務
大
臣
が
、
一
定
の
状
況
下
で
、

公
務
証
明
書
に
つ
い
て
協
議
が
必
要
と
考
え
る
事
件
の
場
合
に

は
、
検
察
官
が
証
明
書
を
受
領
し
て
か
ら
十
日
以
内
に
、
フ
ィ

（
一
三
四
三
）
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七
四

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
米
軍
構
成
員
に
対
す
る
秩
序
・
規
律
の
維

持
は
、
米
軍
が
担
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
認
め
て
い
る
。
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
裁
判
所
の
負
担
軽
減
と
い
う
点
か
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が

第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
事
件
に
関
し
て
の
み
、
裁
判
権
を
放
棄

す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
と
っ

て
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場
合
は
除
か
れ
る
。

五
　
米
比
間
の
相
克

ア
メ
リ
カ
側
交
渉
方
針
と
結
果

最
後
に
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
裁
判
権
の
放
棄
に

関
し
て
、
交
渉
全
体
を
振
り
返
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
、
ア
メ

リ
カ
側
交
渉
方
針
と
結
果
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
側
交
渉
方
針
は
、
終
始
、
一
貫
し
て
い
た
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
れ
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
仕
組
み
を
前
提
と
す

る
こ
と
で
あ
る
。
米
比
軍
事
基
地
協
定
は
、
す
で
に
何
度
も
触
れ

た
よ
う
に
、
基
地
の
内
外
に
よ
っ
て
派
遣
国
と
受
入
国
に
裁
判
権

を
振
り
分
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
組
み
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍

地
位
協
定
が
締
結
さ
れ
る
前
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
七
年

の
時
点
で
、
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
十
分
な
国
際
慣
行
が
蓄
積
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
米
比
軍
事
基
地
協
定
で
は
、
基

に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ア
メ
リ
カ
当
局
に
秩
序
お
よ
び
規
律
を
維

持
す
る
第
一
次
の
責
任
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
ア
メ
リ
カ
当
局
の

要
請
が
あ
れ
ば
、
本
条
第
三
項
⒜
の
下
で
の
裁
判
権
を
行
使
す

る
第
一
次
の
権
利
を
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
が
、

そ
の
裁
判
権
の
行
使
を
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場
合
を
除
く

（
73
）

。

こ
れ
に
よ
る
と
、
受
入
国
で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
米
兵
の
裁

判
権
を
放
棄
す
る
旨
が
ま
ず
記
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は

相
互
的
な
放
棄
、
つ
ま
り
、
派
遣
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
も
裁
判
権

を
放
棄
す
る
案
を
提
示
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
案
は
撤
回
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
先
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
外
務
省
の
プ

レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

新
協
定
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
法
に
服
す
る
者
に
対
す
る
秩
序

お
よ
び
規
律
を
維
持
す
る
こ
と
は
米
軍
当
局
の
主
た
る
責
任
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
当
局
が
、
裁
判
権
の
行
使

を
特
に
重
要
と
認
め
な
い
か
ぎ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
要
請
が
あ

れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
す
る
こ
と
に
同
意

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
米
軍
が
秩
序
お
よ
び
規
律
を
維
持
す

る
こ
と
の
責
任
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
に
果
た
す
た
め
で
あ
る
。
同

時
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
重
要
な
利
益
が
含
ま
れ
な
い
事
件
の
場
合
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
よ
る
裁
判
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
で
あ
る
。

（
一
三
四
四
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

七
五

明
書
に
異
議
を
申
し
立
て
た
場
合
、
同
証
明
書
は
再
検
討
の
主
題

と
さ
れ
る
。
た
だ
、
実
際
の
運
用
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
同
意
し

な
い
か
ぎ
り
、
公
務
証
明
書
の
効
力
は
失
わ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、

公
務
証
明
書
は
、
事
実
上
、
公
務
を
判
断
す
る
う
え
で
、
最
終
的

な
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
裁
判
権
の
放
棄

で
あ
る
。
公
式
合
意
議
事
録
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
が
そ
の
ま
ま

採
用
さ
れ
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
交
渉
方
針
と
結
果

ア
メ
リ
カ
側
交
渉
方
針
が
終
始
一
貫
し
て
い
た
の
に
対
し
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
交
渉
方
針
は
紆
余
曲
折
を
経
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

に
つ
い
て
も
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
刑
事
裁
判
権
の

放
棄
と
い
う
点
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
場
合
、
米

比
軍
事
基
地
協
定
で
は
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権
が
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で

に
何
度
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

に
と
っ
て
、
交
渉
上
、
有
利
に
働
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。

一
九
五
六
年
の
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
・
ペ
ラ
エ
ス
交
渉
で
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
側
は
、
公
務
犯
罪
の
最
終
的
な
決
定
権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

地
内
で
米
兵
が
罪
を
犯
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
何
人
が
罪
を
犯

し
た
場
合
も
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
。
基
地
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
治
外
法
権
下
に
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
基
地
外
で
の
米
兵
の
犯
罪
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
側
に
裁
判
権
が
あ
っ
た
。
例
外
は
、
米
軍
兵
士
同
士
の
罪
、
な

ら
び
に
、
公
務
犯
罪
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
務
犯
罪
の
最
終
的
な

決
定
権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権
の
仕
組
み
を
も
と
に
、

ア
メ
リ
カ
側
は
交
渉
で
つ
ぎ
の
二
点
を
重
視
し
た
。
ひ
と
つ
は
、

公
務
犯
罪
の
最
終
的
な
決
定
権
を
、
受
入
国
た
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

手
に
委
ね
て
は
な
ら
ず
、
決
定
に
は
か
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ
側
も
関

与
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
裁
判
権
の

放
棄
に
関
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
米
兵
の
裁
判
権
を
放
棄
す
る
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
「
特
に
重
要
」
と
決
定

す
れ
ば
、
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
。

こ
の
二
点
を
み
る
か
ぎ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
の
主
張
は
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
。
公
務
犯
罪
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
公
務
証
明
書
を

発
給
し
た
場
合
、
そ
の
効
力
は
い
か
な
る
も
の
か
が
最
大
の
問
題

で
あ
っ
た
。
公
式
合
意
議
事
録
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
公
務
証

（
一
三
四
五
）
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七
五

明
書
に
異
議
を
申
し
立
て
た
場
合
、
同
証
明
書
は
再
検
討
の
主
題

と
さ
れ
る
。
た
だ
、
実
際
の
運
用
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
同
意
し

な
い
か
ぎ
り
、
公
務
証
明
書
の
効
力
は
失
わ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、

公
務
証
明
書
は
、
事
実
上
、
公
務
を
判
断
す
る
う
え
で
、
最
終
的

な
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
裁
判
権
の
放
棄

で
あ
る
。
公
式
合
意
議
事
録
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
が
そ
の
ま
ま

採
用
さ
れ
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
交
渉
方
針
と
結
果

ア
メ
リ
カ
側
交
渉
方
針
が
終
始
一
貫
し
て
い
た
の
に
対
し
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
交
渉
方
針
は
紆
余
曲
折
を
経
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

に
つ
い
て
も
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
刑
事
裁
判
権
の

放
棄
と
い
う
点
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
場
合
、
米

比
軍
事
基
地
協
定
で
は
、
基
地
外
で
の
公
務
犯
罪
の
決
定
権
が
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で

に
何
度
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

に
と
っ
て
、
交
渉
上
、
有
利
に
働
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。

一
九
五
六
年
の
ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
・
ペ
ラ
エ
ス
交
渉
で
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
側
は
、
公
務
犯
罪
の
最
終
的
な
決
定
権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

地
内
で
米
兵
が
罪
を
犯
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
何
人
が
罪
を
犯

し
た
場
合
も
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
。
基
地
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
治
外
法
権
下
に
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
基
地
外
で
の
米
兵
の
犯
罪
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
側
に
裁
判
権
が
あ
っ
た
。
例
外
は
、
米
軍
兵
士
同
士
の
罪
、
な

ら
び
に
、
公
務
犯
罪
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
務
犯
罪
の
最
終
的
な

決
定
権
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
務
大
臣
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権
の
仕
組
み
を
も
と
に
、

ア
メ
リ
カ
側
は
交
渉
で
つ
ぎ
の
二
点
を
重
視
し
た
。
ひ
と
つ
は
、

公
務
犯
罪
の
最
終
的
な
決
定
権
を
、
受
入
国
た
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

手
に
委
ね
て
は
な
ら
ず
、
決
定
に
は
か
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ
側
も
関

与
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
裁
判
権
の

放
棄
に
関
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
米
兵
の
裁
判
権
を
放
棄
す
る
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
「
特
に
重
要
」
と
決
定

す
れ
ば
、
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
。

こ
の
二
点
を
み
る
か
ぎ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
の
主
張
は
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
。
公
務
犯
罪
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
公
務
証
明
書
を

発
給
し
た
場
合
、
そ
の
効
力
は
い
か
な
る
も
の
か
が
最
大
の
問
題

で
あ
っ
た
。
公
式
合
意
議
事
録
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
公
務
証

（
一
三
四
五
）
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六

を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
要
請
に
、
第
一
次
裁
判
権
を
有

す
る
国
は
、
好
意
的
考
慮
を
払
う
。
こ
の
方
式
は
派
遣
国
に
も
受

入
国
に
も
適
用
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
六
五
年
の
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
交
渉
で

は
、
ア
メ
リ
カ
側
提
案
の
オ
ラ
ン
ダ
方
式
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
そ

の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
米

兵
の
裁
判
権
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

が
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
。

以
上
、
公
務
犯
罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
刑
事
裁
判
権
の
放
棄

に
関
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
対
応
を
み
て
き
た
。
刑
事
裁
判
権
を

め
ぐ
る
十
年
に
お
よ
ぶ
交
渉
は
、
一
九
六
五
年
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
が

ア
メ
リ
カ
の
主
張
を
の
む
形
で
決
着
し
て
い
る
。
な
ぜ
フ
ィ
リ
ピ

ン
は
大
幅
に
譲
歩
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
な
ぜ
譲
歩
し
た
の
か

こ
の
点
、
す
で
に
第
一
節
で
、
一
般
論
と
し
て
そ
の
理
由
を
述

べ
た
。
つ
ま
り
、
コ
ー
ル
事
件
で
、
刑
事
裁
判
権
問
題
を
め
ぐ
り

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
世
論
が
沸
騰
し
た
こ
と
か
ら
、
米
比
軍
事
基
地
協

定
の
刑
事
裁
判
権
条
項
、
と
り
わ
け
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
基
地
内

で
犠
牲
に
な
っ
た
場
合
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
ひ
と

裁
判
所
に
あ
る
と
の
案
を
提
示
し
て
い
る
。
日
米
間
の
公
務
犯
罪

の
決
定
権
に
つ
い
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
誤
解
し
た
こ
と
に
よ
る
。

起
訴
後
の
裁
判
で
、
裁
判
所
が
公
務
証
明
書
を
証
拠
の
ひ
と
つ
と

し
て
判
断
す
る
と
い
う
点
を
、
起
訴
前
に
も
及
ぶ
と
解
釈
し
た
の

で
あ
る
。
公
務
犯
罪
の
決
定
権
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
委
ね
る
案
を

ア
メ
リ
カ
側
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
一
九
五
八
─
五
九
年
の

ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
交
渉
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
も
、

一
九
五
六
年
の
案
を
踏
襲
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
一
九
六
五
年
の
ブ
レ
ア
・
メ
ン
デ
ス
交
渉
で
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
大
幅
に
譲
歩
し
て
い
る
。
公
務
犯
罪
の
決
定
を

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
裁
判
所
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側

は
公
務
証
明
書
を
尊
重
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
だ
。
公
務
証
明

書
に
疑
義
が
あ
る
場
合
、
両
国
間
に
お
け
る
再
検
討
の
主
題
と
さ

れ
る
。
実
際
の
運
用
上
、
公
務
証
明
書
が
最
終
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
受
け
入
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
裁
判
権
の
放
棄
に
関
し
て
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
の

ベ
ン
デ
ツ
ェ
ン
・
ペ
ラ
エ
ス
交
渉
で
も
一
九
五
八
─
五
九
年
の

ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
交
渉
で
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

方
式
を
提
案
し
た
。
第
二
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
が
、
特
に
重
要

と
の
理
由
で
、
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
国
に
、
裁
判
権
の
放
棄

（
一
三
四
六
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

七
七

刑
事
裁
判
権
の
放
棄
方
式
に
関
し
て
、
米
華
地
位
協
定
で
も
、

ド
イ
ツ
補
足
協
定
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る

（
75
）

。
ド
イ

ツ
補
足
協
定
の
刑
事
裁
判
権
の
放
棄
条
項
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
と

類
似
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
方
式
の
場
合
、
ド
イ
ツ
は
ま
ず
は
米
兵

の
裁
判
権
を
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
利
益

に
か
か
わ
る
も
の
と
ド
イ
ツ
側
が
判
断
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
は
裁
判

権
の
放
棄
を
撤
回
で
き
る
。

さ
ら
に
、
時
期
と
し
て
は
少
し
先
に
な
る
が
、
一
九
六
六
年
七

月
に
米
韓
地
位
協
定
に
署
名
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
協
定
の
公
務
犯

罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
裁
判
権
放
棄
の
条
項
も
、
改
正
さ
れ
た

米
比
軍
事
基
地
協
定
、
お
よ
び
、
米
華
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権

条
項
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

一
九
六
五
年
か
ら
六
六
年
に
か
け
て
、
刑
事
裁
判
権
条
項
の
標
準

化
と
で
も
い
う
べ
き
事
態
が
進
行
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
み
れ
ば
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の

改
正
も
、
標
準
化
の
一
環
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
の
点
は
交
渉
過
程
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

藤
倉
哲
郎
「［
フ
ィ
リ
ピ
ン
］
米
国
と
の
新
た
な
軍
事
協
定
の

つ
挙
げ
ら
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
マ
カ
パ
ガ
ル
大
統
領
が
大
統

領
選
を
有
利
に
た
た
か
う
た
め
、
同
協
定
の
改
正
を
利
用
し
よ
う

と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
要
因
は
、
具
体
的
な

公
務
犯
罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
刑
事
裁
判
権
の
放
棄
に
つ
い
て
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
が
な
ぜ
譲
歩
し
た
の
か
を
説
明
す
る
に
は
、
い
さ
さ

か
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
近
隣
諸
国
と
の
地
位
協

定
の
交
渉
の
様
子
に
も
注
目
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
一
九
六
五
年

八
月
、
ア
メ
リ
カ
と
中
華
民
国
（
台
湾
）
は
、
米
華
地
位
協
定
に

署
名
し
て
い
る
。
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
時
を
同
じ
く
し

て
い
る
。

米
華
地
位
協
定
第
一
四
条
（
刑
事
裁
判
権
条
項
）
の
合
意
議
事

録
に
よ
れ
ば
、
台
湾
の
裁
判
所
又
は
当
局
は
、
米
軍
の
最
高
当
局

が
発
給
し
た
公
務
証
明
書
に
し
た
が
っ
て
公
務
犯
罪
を
決
定
す
る

も
の
と
す
る
、
と
あ
る

（
74
）

。
こ
の
点
、
改
正
さ
れ
た
米
比
軍
事
基
地

協
定
の
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
公
務
証
明
書
を
尊
重
す
る
だ

け
で
あ
る
。
米
華
地
位
協
定
の
方
が
、
公
務
証
明
書
の
最
終
的
な

効
力
を
明
確
に
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
両
協
定
と
も
、
公
務
証
明

書
に
疑
義
が
あ
る
場
合
、
再
検
討
の
主
題
と
さ
れ
る
点
は
同
じ
で

あ
る
。

（
一
三
四
七
）



米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

七
七

刑
事
裁
判
権
の
放
棄
方
式
に
関
し
て
、
米
華
地
位
協
定
で
も
、

ド
イ
ツ
補
足
協
定
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る

（
75
）

。
ド
イ

ツ
補
足
協
定
の
刑
事
裁
判
権
の
放
棄
条
項
は
、
オ
ラ
ン
ダ
方
式
と

類
似
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
方
式
の
場
合
、
ド
イ
ツ
は
ま
ず
は
米
兵

の
裁
判
権
を
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
司
法
の
重
大
な
利
益

に
か
か
わ
る
も
の
と
ド
イ
ツ
側
が
判
断
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
は
裁
判

権
の
放
棄
を
撤
回
で
き
る
。

さ
ら
に
、
時
期
と
し
て
は
少
し
先
に
な
る
が
、
一
九
六
六
年
七

月
に
米
韓
地
位
協
定
に
署
名
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
協
定
の
公
務
犯

罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
裁
判
権
放
棄
の
条
項
も
、
改
正
さ
れ
た

米
比
軍
事
基
地
協
定
、
お
よ
び
、
米
華
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権

条
項
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

一
九
六
五
年
か
ら
六
六
年
に
か
け
て
、
刑
事
裁
判
権
条
項
の
標
準

化
と
で
も
い
う
べ
き
事
態
が
進
行
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
み
れ
ば
、
米
比
軍
事
基
地
協
定
の

改
正
も
、
標
準
化
の
一
環
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
の
点
は
交
渉
過
程
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 
藤
倉
哲
郎
「［
フ
ィ
リ
ピ
ン
］
米
国
と
の
新
た
な
軍
事
協
定
の

つ
挙
げ
ら
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
マ
カ
パ
ガ
ル
大
統
領
が
大
統

領
選
を
有
利
に
た
た
か
う
た
め
、
同
協
定
の
改
正
を
利
用
し
よ
う

と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
要
因
は
、
具
体
的
な

公
務
犯
罪
の
決
定
権
、
お
よ
び
、
刑
事
裁
判
権
の
放
棄
に
つ
い
て
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
が
な
ぜ
譲
歩
し
た
の
か
を
説
明
す
る
に
は
、
い
さ
さ

か
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
近
隣
諸
国
と
の
地
位
協

定
の
交
渉
の
様
子
に
も
注
目
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
一
九
六
五
年

八
月
、
ア
メ
リ
カ
と
中
華
民
国
（
台
湾
）
は
、
米
華
地
位
協
定
に

署
名
し
て
い
る
。
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
時
を
同
じ
く
し

て
い
る
。

米
華
地
位
協
定
第
一
四
条
（
刑
事
裁
判
権
条
項
）
の
合
意
議
事

録
に
よ
れ
ば
、
台
湾
の
裁
判
所
又
は
当
局
は
、
米
軍
の
最
高
当
局

が
発
給
し
た
公
務
証
明
書
に
し
た
が
っ
て
公
務
犯
罪
を
決
定
す
る

も
の
と
す
る
、
と
あ
る

（
74
）

。
こ
の
点
、
改
正
さ
れ
た
米
比
軍
事
基
地

協
定
の
場
合
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
は
、
公
務
証
明
書
を
尊
重
す
る
だ

け
で
あ
る
。
米
華
地
位
協
定
の
方
が
、
公
務
証
明
書
の
最
終
的
な

効
力
を
明
確
に
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
両
協
定
と
も
、
公
務
証
明

書
に
疑
義
が
あ
る
場
合
、
再
検
討
の
主
題
と
さ
れ
る
点
は
同
じ
で

あ
る
。

（
一
三
四
七
）



政
経
研
究

　第
五
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

七
八

2920, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D

. 

本
稿
で
引

用
す
る
米
公
文
書
は
、F

oreign
 R

elation
s of th

e U
n

ited
 

S
tates

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
カ

レ
ッ
ジ
パ
ー
ク
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
も
の
で

あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
の
記
述
は
省
略
す
る
。

（
8
） 

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
締
結
、
お
よ
び
、
そ
の
改
正
に
関
し

て
は
以
下
の
文
献
が
参
考
に
な
る
。
伊
藤
裕
子
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

軍
事
戦
略
的
重
要
性
の
変
化
と
一
九
四
七
年
米
比
軍
事
基
地
協
定

の
成
立
過
程
」『
国
際
政
治
』
第
一
一
七
号
、
一
九
九
八
年
三
月
、

二
〇
九
─
二
二
四
頁
。
木
村
卓
司
「
米
比
軍
事
基
地
交
渉
の
史
的

展
開

　
一
九
四
五
年
─
一
九
九
二
年
」『
筑
波
学
院
大
学
紀
要
』
第

一
一
集
、
二
〇
一
六
年
、
二
五
─
三
八
頁
。Joseph W

. D
odd, 

C
rim

in
a

l J
u

risd
iction

 u
n

d
er th

e U
n

ited
 S

ta
tes-

P
h

ilip
p

in
e M

ilita
ry B

a
ses A

greem
en

t: A
 S

tu
d

y in
 

C
on

ju
risd

iction
al L

aw
, T

he H
ague: M

artinus N
ijhoff, 

1968; W
illiam

 E
. B

erry, Jr., U
.S

. B
ases in th

e P
hilippin

es: 
T

h
e E

volu
tion

 of th
e S

p
ecia

l R
elation

sh
ip, B

oulder: 
W

estview
 P

ress, 1989.

（
9
） 

“S
trengthening M

ilitary B
ases in the P

hilippines, ”  
T

h
e D

epartm
en

t of S
tate B

u
lletin, V

ol. 35, N
o. 890, July 

16, 1956, pp. 95-96; B
erry, U

.S
. B

ases in
 th

e P
h

ilippin
es, 

pp. 87-88.
（
10
） Ibid., p. 88.

（
11
） Ibid., p. 89.

締
結
」『
外
国
の
立
法
』N

o. 260-1

、
二
〇
一
四
年
七
月
、
二
二

─
二
三
頁
。

（
2
） 
米
比
訪
問
軍
協
定
（A

greem
ent of the G

overnm
ent of 

the R
epublic of the P

hilippines and the G
overnm

ent of 
the U

nited S
tates of A

m
erica regarding the T

reatm
ent of 

the U
nited S

tates A
rm

ed F
orces V

isiting the P
hilippines

）

は
、http://w

w
w

.chanrobles.com
/visitingforcesagreem

ent1.
htm

を
参
照
。

（
3
） 

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
刑
事
裁
判
権
条
項
第
一
三
条
の
邦
訳

は
、
国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
日
米
安
全
保
障
条
約

改
定
問
題
資
料
集
』
国
図
調
立
資
料
Ａ
九
四
、一
九
五
九
年
一
一
月
、

一
二
四
─
一
二
六
頁
を
参
照
。

（
4
） 

こ
の
「
現
に
特
定
の
軍
務
の
実
施
に
従
事
し
て
い
る
」
と
い

う
表
現
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
あ
る
「
公
務
執
行
中
」
に

比
べ
る
と
、
公
務
の
範
囲
が
よ
り
限
定
的
で
あ
る
。
米
比
間
で
は
、

こ
の
文
言
も
ひ
と
つ
の
お
お
き
な
争
点
と
な
っ
た
。

（
5
） 

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
の
刑
事
裁
判
権
条
項
で
あ
る
第
七
条

の
邦
訳
は
、
国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
西
ド
イ
ツ
に

駐
留
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
に
関
す
る
諸
協
定
』
調
査
資
料

七
五
─
三
、一
九
七
六
年
三
月
、
三
─
七
頁
を
参
照
。

（
6
） 

同
上
、
四
頁
。

（
7
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the 

E
m

bassy in the P
hilippines, N

o. 679, A
ugust 30, 1956 ”

（S
ecret

）, R
G

59 C
entral D

ecim
al F

ile, 1955-1959, B
ox 

（
一
三
四
八
）

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

七
九

the D
epartm

ent of S
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五
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六
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号
（
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〇
二
〇
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月
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八
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n

d
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e U
n
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 S

ta
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h
ilip

p
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e M
ilita

ry B
a

ses 

A
greem

en
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よ
っ
て
い
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。
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m
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ent of S
tate, N

o. 1171, January 6, 1965 ”

（U
nclassified

）, R
G

59 S
ubject-N

um
eric F

ile, 1964-1966, 
B

ox 1689.

（
55
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the 

E
m

bassy in the P
hilippines, N

o. 1008, January 9, 1965 ”

（C
onfidential

）, R
G

59 S
ubject-N

um
eric F

ile, 1964-1966, 
B

ox 1689.

（
56
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the 

E
m

bassy in Japan, N
o. 1148, January 30, 1965

”

（C
onfidential

）, R
G

59 S
ubject-N

um
eric F

ile, 1964-1966, 
B

ox 1689.
（
57
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m

bassy in the P
hilippines to 

the D
epartm

ent of S
tate, N

o. 1388, F
ebruary 3, 1965 ”

（C
onfidential

）, R
G

59 S
ubject-N

um
eric F

ile, 1964-1966, 

（S
ecret

）, R
G

59 C
entral D

ecim
al F
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（
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ベ
ル
通
商
法
、
お
よ
び
、
ラ
ウ
レ
ル
・
ラ
ン
グ
レ
ー
協
定
に

つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
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レ
ナ
ト
・
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ー
ノ
／
レ
テ
ィ
シ
ア
・
Ｒ
・
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
（
鶴
見

良
行
・
吉
川
勇
一
訳
）『
フ
ィ
リ
ピ
ン
民
衆
の
歴
史

　
Ⅳ

　
第
二
巻

　

ひ
き
つ
づ
く
過
去

　
２
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
九
〇
七
─

九
一
二
頁
、
一
〇
二
八
─
一
〇
三
一
頁
。
滝
川
勉
「
ベ
ル
通
商
法

の
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
」『
農
業
総
合
研
究
』
第

八
一
号
、
一
九
五
四
年
一
月
、
二
〇
三
─
二
二
〇
頁
。
伊
藤
裕
子

「
フ
ィ
リ
ピ
ン
通
商
法
の
成
立
過
程
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米
国
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フ
ィ
リ
ピ
ン
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植
民

地
化
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策
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経
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的
枠
組
み
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ア
メ
リ
カ
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究
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三
〇
号
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九
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年
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〇
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。
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ボ
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司
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五
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um
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お
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四
日
に
フ
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リ
ピ
ン
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る
予
定
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ア
メ
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が
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る
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に
駐
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Ｔ
Ｏ
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る
予
定
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六
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二
〇
年
三
月
）

八
四

O
th

er In
tern

a
tion

a
l A

greem
en

ts, V
olum

e 17 in T
w

o 
P

arts, P
art 1, 1966, W

ashington D
.C

.: U
.S

. G
overnm

ent 
P

rinting O
ffi

ce, 1967, pp. 373-456

を
参
照
。

（
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ド
イ
ツ
補
足
協
定
の
詳
細
は
、
信
夫
隆
司
「
ド
イ
ツ
駐
留

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
補
足
協
定
と
刑
事
裁
判
権
」『
政
経
研
究
』
第

五
六
巻
第
三
号
、
二
〇
一
九
年
九
月
、
一
五
三
─
一
九
三
頁
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参

照
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